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会 議 概 要 

１ 会議の成立 

地域教育支援課長から、欠席委員の報告及び会議成立の報告（定足数である委員

の半数以上の出席があること（墨田区青少年問題協議会条例第６条））がなされた。 

 

２ 会長（区長）挨拶 

会長（区長）による挨拶 

 

３ 議長の選出 

議長の選出について、会長（区長）が務めることとした。 

 

４ 会議の公開 

  会長（区長）より議事録作成のための録音とその公開について説明を行った。 

 

５ 副会長の選任 

  議事に先立ち、墨田区青少年問題協議会条例第２条第３項の規定に基づき、副会 

長の選任を行った。互選の方法について「会長一任」の声があったため、会長（区 

長）から副区長を副会長に指名し、委員の承認を得た。 

 

６ 「墨田区若者実態調査報告書」の公表及び「（仮称）若者計画」素案についての

協議 

  地域教育支援課長から「墨田区若者実態調査報告書」の公表について（以下「報

告書（案）」という。）、「(仮称)若者計画」素案について（以下「計画（案）」



という。）の説明を行い、協議した。 

【主な意見等】 

学識経験者 表紙デザインについて、何か考えはあるのか。 

 

事 務 局 最終的なものとしては、千葉大学のデザイン系学科の方々に考案いただ

く予定になっている。 

 

区議会議員 区内の中学校等におけるインターネット依存防止の取組、その他同様の

目的に基づく事業の評価について、分析等があるか教えていただきたい。 

 

事 務 局 今回はあくまでも計画（案）に関する実態調査ということで行っている

ため、この場での回答は難しいが、後日確認・報告させていただきたいと

考えている。 

 

区議会議員 報告書（案）において、設問の一部でひきこもり群・インターネット依

存群を抽出して分析を行っているが、全ての設問について行っているもの

なのか教えていただきたい。 

 

事 務 局 報告書（案）では一部の分析の掲載にとどまっているが、全ての設問に

関して分析は可能である。 

 

区議会議員 報告書（案）の自由記述欄における「若者施策・若者支援に関すること」

について、個別に返答がなされているのか教えていただきたい。 

 

事 務 局 今回の調査は無記名で行っているため、個別に返答はできないが、今後

の施策に反映していくことをもって、返答とさせていただきたい。 

 

区議会議員 報告書（案）における問３２（相談するなら、どのような人や場所だと

相談しやすい・相談したいと思いますか。）に回答した方へ、そのような

施設があるのかどうかといった設問は考えられていなかったのか教えて

いただきたい。 

 

事 務 局 今回の調査においては、この設問までの内容になっている。 

 

区議会議員 計画（案）は令和１１年度までのものであるが、掲載されている事業は

現行のものであると見受けられる。今回の実態調査等を受けて、どのよう

な新規事業を考えているかについては、計画（案）の中で示されているの

か教えていただきたい。 

 

事 務 局 令和７年度以降の事業については、毎年の進捗の中で、報告・追加して

いきたいと考えている。また、令和７年度のものについては、来年度予算

の内示以降に改めて全庁的に調査を行い、計画に反映していく予定であ

る。 

 

会   長 ご意見等もいただいたが、報告書（案）及び計画（案）については、提



案のとおり皆様の拍手を以って、ご決定いただきたい。 

 

一   同 拍手（反対意見なし。） 

 

会   長 原案のとおり報告書（案）は公表し、計画（案）を「（仮称）墨田区こ

ども計画」に組み込むことを決定する。 

 

７ その他関連事項について 

  その他関連事項について意見を募った。 

【主な意見等】 

区議会議員 闇バイトに関して、墨田区内の状況はどのようになっているか。 

 

関係行政機関 今のところ墨田区での発生は確認されていない。ただし、いつ発生し 

の職員   てもおかしくない状況である。警察では、闇バイトに加担させない取組

として保護を行っている。巻き込まれた方が保護を求めてきた場合には、

保護・対策する用意が警察にはあるため、周りの方へそのようにお伝えい

ただきたい。本所や向島の子ども達が闇バイトに加担しているかどうかに

ついては、統計をとっていないので確証は無いが、闇バイトに巻き込まれ

てしまった方は、外から来る場合が多いのではないかと感じている。 

また、警察の取組として、中学校・高校に対して、闇バイトに応募しな

いように啓発活動も行っている。今後も闇バイトの危険性を周知していき

たい。 

 

会   長 今回いただいた貴重なご意見については、ぜひ今後に活かしていきたい

と考えている。 

 

８ 議長解任、閉会（午後３時） 

                                       

会議の概要は、以上である。 

 教育委員会事務局地域教育支援課地域教育支援担当（内線５１６５） 
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1 

Ⅰ 調査の概要 

１ 調査の目的 

墨田区内の若者が日頃どのような生活を営み、どのような意識を持っているかを把握することで、

今後の若者支援施策を進める上での参考資料として、調査を実施したものです。 

 

２ 調査対象 

墨田区在住の 18 歳から 29 歳（令和６年４月１日基準）を無作為抽出 

 

３ 調査期間 

令和６年６月 14 日から令和６年８月２日まで 

※礼状兼督促状の発送は令和６年７月２日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布 

郵送及びＷＥＢによる回収 

 

５ 回収状況 

配布数 有効回答数 有効回答率 備考 

4,468 885 19.8％ 
紙回答：399 件（45.1％） 

WEB 回答：486 件（54.9％） 

 

６ 調査結果の表示方法 

・回答は各設問の回答者数（Ｎ）を基数とした百分率（％）で示してあります。また、小数点以下第

２位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0％にならない場合があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方になる

ため、回答比率の合計が 100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計(全体)

の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類

した集計のことで、複数の設問項目を交差して並べ、表やグラフを作成することにより、その相互

の関係を明らかにするための集計方法です。 
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７ ひきこもり、インターネット依存の定義 

（１）ひきこもり群の定義 

①広義のひきこもり群の定義 

本調査では、社会的自立に至っているかどうかに着目して、平成 30 年度調査と同様に（国が実施し

ている「若者の生活に関する調査報告書」を引用）以下のように定義します。 

 

「問 12 ふだんどのくらい外出しますか。」について、下記の５～８と回答した者 

５．ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する 

６．ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける 

７．自室からは出るが、家からは出ない 

８．自室からほとんど出ない 

かつ 

「問 13 現在の状態となってどのくらい経ちますか。」について、６か月以上と回答した者 

（※選択肢 2～6を選択した者） 

であって、 

「問 14 現在の状態になったきっかけは何ですか。」で、 

「７．病気（病名： ）」と回答した者 

「８．妊娠した」 

と回答した者 

又は 

「問 11 ふだんご自宅にいるときによくしていることすべてに○をつけてください。」で、 

「８．家事・育児をする」と回答した者 

「問 33 現在は働いていますか。」で、 

「４．専業主婦・主夫又は家事手伝い」 

と回答した者  

を除いた者 

 

②ひきこもり親和群の定義 

「問 41 次にあげられたことについて、あなた自身にあてはまる数字に○をつけてください。」の

下記の４項目について 

⑬ 家や自室に閉じこもっていて外に出ない人たちの気持ちがわかる 

⑭ 自分も、家や自室に閉じこもりたいと思うことがある 

⑮ 嫌な出来事があると、外に出たくなくなる 

⑯ 理由があるなら家や自室に閉じこもるのも仕方がないと思う 

すべて「１．はい」又は３項目に「１．はい」、１項目のみ「２．どちらかといえばはい」と回答した者 

から「広義のひきこもり群」を除いた者 
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③ひきこもり群の定義 

本調査では、標本数の関係から「広義のひきこもり群」と「ひきこもり親和群」に該当する者を「ひ

きこもり群」として定義して集計しています。 

 

 

（２）一般群の定義 

回答者全体から「ひきこもり群」を除いた者で問 41 の⑬～⑯の項目にすべて回答した者です。 

 

 

（３）インターネット依存者の定義 

「問 27 インターネットの利用について、あなた自身にあてはまる数字に○をつけてください。」

の８項目において、５項目以上に「１．はい」と回答した者です。 

 

① インターネットに夢中になっていると感じるか 

② 満足を得るために、ネットを使う時間を長くしていかなければならないと感じるか 

③ 使用時間を減らしたり、やめようとしたりしたが、うまくいかなかったことが度々あったか 

④ ネットの使用をやめようとした時、落ち込みやイライラを感じるか 

⑤ 意図したよりも、長時間オンラインの状態でいるか 

⑥ ネットのため、大切な人間関係、学校、部活のことを危うくしたことがあったか 

⑦ 熱中しすぎていることを隠すため、家族や身近な人にうそをついたことがあるか 

⑧ 嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるためにネットを使うか 

 

 

（４）インターネット非依存者の定義 

回答者全体から「インターネット依存者」を除いた者で「問 24 学業・仕事以外でどのインターネ

ット接続機器を利用していますか。」と問 27の①～⑧の項目にすべて回答した者です。 
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（５）ひきこもり・インターネット依存者 

 

①ひきこもり群 

 回答者数 
広義の 

ひきこもり群 

ひきこもり 

親和群 
ひきこもり群 

【今回調査】 

令和 6年度調査 
885 人 

16 人 

（1.8％） 

104 人 

（11.8％） 

120 人 

（13.6％） 

平成 30 年度調査 637 人 
10 人 

（1.6％） 

69 人 

（10.8％） 

79 人 

（12.4％） 

 

②インターネット依存 

 回答者数 
インターネット 

依存者 

【今回調査】 

令和 6年度調査 
885 人 

141 人 

（15.9％） 

平成 30 年度調査 635 人 
75 人 

（11.8％） 
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Ⅱ 調査結果 

１ 基本属性について 

問１ 性別をお答えください。（本問は性別による意向の違いを知るために行うものです。ご本人が

自認している性でご記入ください。） 

 

「男性」の割合が 38.4％、「女性」の割合が 60.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 令和 6年 4月 1日時点の年齢をお答えください。（○は１つだけ） 

 

「25 歳～29 歳」の割合が 65.6％と最も高く、次いで「20 歳～24歳」の割合が 27.3％、「18 歳～19

歳」の割合が 6.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 墨田区にお住いの期間はどのくらいですか。（○は１つだけ） 

 

「1 年以上 5 年未満」の割合が 40.2％と最も高く、次いで「10 年以上」の割合が 31.3％、「1 年未

満」の割合が 20.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

20.9 40.2 7.3 31.3 0.2 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上 無回答
%

6.9 27.3 65.6 0.1 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

18歳～19歳 20歳～24歳 25歳～29歳 無回答
%

38.4 

37.8 

60.1 

61.3 

0.5 

0.6 

0.5 

0.9 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

男性 女性 その他 答えたくない 無回答
%
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２ 普段の生活について 

問４ 現在同居しているご家族すべてに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 

「母」の割合が 32.1％と最も高く、次いで「同居家族はいない（単身世帯）」の割合が 31.2％、「配

偶者（事実婚を含む）」の割合が 27.7％、「父」の割合が 27.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、同様の傾向ですが、「父」「母」「同居家族はいない（単身世帯）」な

どの割合はやや減少し、「配偶者（事実婚を含む）」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他の人」は、婚約者やパートナー、恋人（彼氏・彼女）、友人などが挙げられています。 

  

27.3 

32.1 

10.3 

14.2 

5.4 

27.7 

5.6 

7.9 

31.2 

0.2 

29.1 

34.4 

9.2 

12.2 

5.0 

22.7

6.1

7.2

32.7

0.3

0 20 40 60 80 100

父

母

兄、姉

弟、妹

祖父母

配偶者（事実婚含む）

ご自身のお子さん

その他の人

同居家族はいない（単身世帯）

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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問５ 平均的な就寝時刻と起床時刻を教えてください。（24時間表記） 

①就寝時刻 

「0時台」の割合が 40.0％と最も高く、次いで「1時台」の割合が 18.9％、「23時台」の割合が 18.1％

となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②起床時刻 

「7時台」の割合が 34.4％と最も高く、次いで「6時台」の割合が 22.9％、「8時台」の割合が 21.2％

となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、他と比べて「6時台」の割合がやや減少し、「8時台」の割合がやや

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.6 

0.9 

5.3 

5.8 

22.9 

30.0 

34.4 

36.3 

21.2 

15.3 

7.5 

6.4

7.7 

4.8

0.5 

0.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

5時より前 5時台 6時台 7時台

8時台 9時台 10時以降 無回答
%%

1.4 

0.6 

6.3 

7.0 

18.1 

19.7 

40.0 

37.2 

18.9 

22.3 

6.9 

9.5

8.0 

3.1

0.5 

0.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

22時より前 22時台 23時台 0時台

1時台 2時台 3時以降 無回答
%
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問６ 朝ごはんを週に何日程度食べていますか。（○は１つだけ） 

 

「毎朝食べる」の割合が 43.8％と最も高く、次いで「全く食べない」の割合が 16.9％となっていま

す。 

平成 30 年度調査と比較すると、他と比べて「週に 3～4日食べる」の割合がやや減少し、「全く食べ

ない」の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「週に 1～2日食べる」の割合がやや高く

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で「毎朝

食べる」の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36.9

45.3

14.2

11.6

17.0

12.1

14.2

13.9

17.7

17.1

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%

43.8 

44.5 

12.2 

14.8 

12.9 

14.7 

13.9 

13.1 

16.9 

12.3 

0.2 

0.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%

43.3

44.1

13.3

11.9

8.3

13.7

18.3

13.2

16.7

17.0

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

毎朝食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%



9 

問７ 晩ごはんを週に何日程度食べていますか。また、どこで食べることが多いですか。 

（１）週に何日（○は１つだけ） 

「毎晩食べる」の割合が 87.7％と最も高く、次いで「週に 5～6日食べる」の割合が 8.5％となって

います。 

平成 30 年度調査と比較すると、他と比べて「週に 3～4回食べる」の割合がやや減少し、「全く食べ

ない」の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）どこで（○は１つだけ） 

「自宅で食べることが多い」の割合が 88.1％、「自宅以外で食べることが多い」の割合が 11.8％と

なっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「自宅で食べることが多い」の割合が増加し、「自宅外で食べること

が多い」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.1 

82.0 

11.8 

17.7 

0.1 

0.3

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

自宅で食べることが多い 自宅外で食べることが多い 無回答

%

87.7 

84.4 

8.5 

10.5 

2.4 

4.2 

1.0 

0.9 

0.2 

0.2 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

毎晩食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる

週に1～2日食べる 全く食べない 無回答
%%
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問８ 夜間(午後 10時～翌日午前 4時)に外出しますか。（○は１つだけ） 

 

「ほぼ外出しない」の割合が 42.0％と最も高く、次いで「あまり外出しない」の割合が 28.4％、

「たまに外出する」の割合が 23.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問８で「よく外出する」「たまに外出する」と答えた方のみ、問９～10 の質問に回答してください。 

問９ 夜間(午後 10時～翌日午前 4時)に外出した際、何時くらいに帰宅しますか。 

 

「0 時～1 時台」の割合が 42.5％と最も高く、次いで「22 時～23 時台」の割合が 24.7％、「2 時～

3時台」の割合が 8.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.2 23.1 28.4 42.0 0.3 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

よく外出する たまに外出する あまり外出しない

ほぼ外出しない 無回答
%

24.7 42.5 8.9 4.6 5.4 5.4 6.2 2.3 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝259）

22時～23時台 0時～1時台 2時～3時台 4時～5時台

6時～7時台 8時～11時台 12時～21時台 無回答
%
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問 10 夜間(午後 10 時～翌日午前 4時)に外出する際、主にどこにいますか。（○はいくつでも） 

 

「飲食店（ファミレス・居酒屋など）」の割合が 50.2％と最も高く、次いで「コンビニエンススト

ア」の割合が 28.6％、「友人の家」の割合が 23.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、バイトや仕事、ジム、散歩、ドライブなどが挙げられています。 

 

 

  

23.2 

5.4 

50.2 

28.6 

0.8 

3.9 

18.1 

17.4 

8.9 

23.6 

2.3 

0 20 40 60 80 100

友人の家

ファストフード店

飲食店（ファミレス・居酒屋など）

コンビニエンスストア

漫画喫茶・ネットカフェ・個室ビデオ店

アミューズメント施設

（ゲームセンター・パチンコ店など）

カラオケボックス

繁華街

公園

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝259）

%
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問 11 ふだんご自宅にいるときによくしていることすべてに○をつけてください。（○はいくつでも） 

 

「インターネットをする」の割合が 84.1％と最も高く、次いで「テレビを見る」の割合が 50.7％、

「ゲームをする」の割合が 39.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「テレビを見る」の割合が大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7 

8.4 

21.5 

1.8 

39.1 

26.0 

27.6 

30.7 

84.1 

0.6 

0.2 

71.3 

5.9 

24.4 

2.5 

35.9 

24.1

11.1

30.5

79.5

0.6

0.2

0 20 40 60 80 100

テレビを見る

ラジオを聴く

本を読む

新聞を読む

ゲームをする

勉強をする

仕事をする

家事・育児をする

インターネットをする

あてはまるものはない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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問 12 ふだんどのくらい外出しますか。（○は１つだけ） 

 

「仕事や学校で平日は毎日外出する」の割合が 66.2％と最も高く、次いで「仕事や学校で週に３～

４日外出する」の割合が 22.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「仕事や学校で平日は毎日外出する」の割合が大きく減少し、「仕事

や学校で週に３～４日外出する」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 12 で「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」「ふだんは家にいるが、近所のコンビニ

などには出かける」「自室からは出るが、家からは出ない」「自室からほとんど出ない」と答えた方のみ、問 13～15 の質

問に回答してください。 

問 13 現在の状態となってどのくらい経ちますか。（○は１つだけ） 

 

「6 か月未満」の割合が 31.0％と最も高く、次いで「1年～3年未満」「3年～5年未満」の割合がと

もに 26.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「6 か月未満」の割合が大きく増加し、「6 か月～1 年未満」の割合

が大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

31.0 

0.0 

11.9 

27.3 

26.2 

27.3 

26.2 

27.3 

2.4 

9.1 

2.4 

9.1 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

6か月未満 6か月～1年未満 1年～3年未満 3年～5年未満

5年～7年未満 7年以上 無回答
%

66.2 

84.5 

22.3 

8.6 

2.7 

2.7 

3.6 

1.7 

2.7 

0.9 

2.0 

0.3 0.3

0.2

0.5 

0.8

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

仕事や学校で平日は毎日外出する

仕事や学校で週に３～４日外出する

遊び等で頻繁に外出する

人づきあいのためにときどき外出する

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

無回答
%
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問 14 現在の状態になったきっかけは何ですか。（○はいくつでも） 

 

「その他」の割合が 66.7％と最も高く、次いで「妊娠した」の割合が 14.3％、「職場になじめなか

った」の割合が 11.9％、「就職活動がうまくいかなかった」の割合が 7.1％となっています。 

「その他」の意見としては、在宅勤務・テレワークのため、などが挙げられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 現在の状態について、関係機関に相談したいと思いますか。（○は１つだけ） 

 

「非常に思う」、「思う」と「少し思う」をあわせた“相談したいと思う”の割合が 21.5％、「思わ

ない」の割合が 78.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“相談したいと思う”の割合が減少し、「思わない」の割合が増加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4 

0.0 

16.7 

18.2 

2.4 

18.2 

78.6 

63.6 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

非常に思う 思う 少し思う 思わない 無回答
%

2.4 

2.4 

0.0 

7.1 

11.9 

2.4 

4.8 

14.3 

66.7 

2.4 

0.0 

0.0 

9.1 

18.2 

27.3 

36.4 

9.1 

9.1 

54.5 

0.0 

0 20 40 60 80 100

不登校（小学校・中学校・高校）

大学になじめなかった

受験に失敗した（小学校・中学校・高校・大学）

就職活動がうまくいかなかった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかなかった

病気

妊娠した

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

%
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※問 15 で「思わない」と答えた方のみ、問 16 の質問に回答してください。 

問 16 相談したいと思わない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

「特に理由はない」の割合が 63.6％と最も高く、次いで「その他」の割合が 21.2％、「行っても解

決できないと思う」の割合が 12.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「特に理由はない」の割合が大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、病気ではないから、問題ないから、などが挙げられています。 

 

 

問 17 現在の状態について、関係機関に相談したことはありますか。（○は１つだけ） 

 

「ある」の割合が 19.0％、「ない」の割合が 73.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「ある」の割合に大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.0 

12.1 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

21.2 

63.6 

0.0 

14.3 

14.3 

0.0 

14.3 

0.0 

0.0 

0.0 

42.9 

28.6 

0.0 

0 20 40 60 80 100

自分のことを知られたくない

行っても解決できないと思う

何を聞かれるか不安に思う

相手にうまく話せないと思う

行ったことを人に知られたくない

お金がかかると思う

相談機関が近くにない

その他

特に理由はない

無回答

令和6年度調査

（N＝33）

平成30年度調査

（N=7）

%

19.0 

18.2 

73.8 

81.8 

7.1 

0.0 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝42）

平成30年度調査

（N＝11）

ある ない 無回答

%
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※問 17 で「ある」と答えた方のみ、問 18 の質問に回答してください。 

問 18 どのような相談機関に相談しましたか。相談したことのある機関に○をつけてください。（○

はいくつでも） 

 

「病院・診療所」が 4件（50.0％）、「職業安定所（ハローワーク）・ジョブカフェ・地域若者サポー

トステーションなどの就労支援機関」が 3件（37.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 12 で「仕事や学校で平日は毎日外出する」、「仕事や学校で週に３～４日外出する」、「遊び等で頻繁に外出する」、

「人づきあいのためにときどき外出する」と答えた方のみ、問 19 の質問に回答してください。 

問 19 今までに以下のような状態が６か月以上続いたことはありますか。（○は１つだけ） 

 

「１～４のような状態（外出頻度が少ない状態）が６か月以上続いたことはない」が 84.9％と最も

高くなっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

  

12.5 

12.5 

0.0 

37.5 

12.5 

50.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

50.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

50.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

スクールサポートセンター・ステップ学級

（適応指導教室）

教育相談室などの相談機関

児童相談所・福祉事務所などの児童福祉機関

職業安定所（ハローワーク）・ジョブカフェ・地域

若者サポートステーションなどの就労支援機関

保健所・保健センター

病院・診療所

民間施設（いわゆる「フリースクール」など）

上記以外の心理相談・カウンセリングなど

をする民間の機関

その他施設・機関（具体的に）

無回答

令和6年度調査

（N＝8）

平成30年度調査

（N＝2）

%

6.9 

6.4 

2.6 

2.4 

1.7 

1.0 
0.1 

0.2 

84.9 

85.4 

3.8 

4.6

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝839）

平成30年度調査

（N＝624）

ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する

ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

１～４のような状態が６か月以上続いたことはない

無回答
%
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※問 19 で「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」、「ふだんは家にいるが、近所のコンビ

ニなどには出かける」、「自室からは出るが、家からは出ない」、「自室からほとんど出ない」と答えた方のみ、問 20～

22 の質問に回答してください。 

問 20 はじめてその状態になったのは、あなたが何歳の頃ですか。（数字で具体的に） 

 

「19 歳～22 歳」の割合が 34.7％と最も高く、次いで「23歳以降」の割合が 31.6％、「13歳～15 歳」

の割合が 16.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「16 歳～18 歳」の割合が減少し、「19 歳～22 歳」の割合が増加し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 21 その状態はどれくらい続きましたか。（○は１つだけ） 

 

「1 年～3 年未満」の割合が 45.3％と最も高く、次いで「6 か月～1 年未満」の割合が 25.3％、「7

年以上」の割合が 13.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「1年～3年未満」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0 

11.3 

25.3 

29.0 

45.3 

17.7 

9.5 

0.0 

4.2 

3.2 

13.7 

9.7 14.5

2.1 

14.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝95）

平成30年度調査

（N＝62）

6か月未満 6か月～1年未満 1年～3年未満

3年～5年未満 5年～7年未満 7年以上

繰り返しなっていた 無回答
%

※令和6年度調査では、「6か月未満」及び「繰り返しなっていた」の選択肢はない。（平成30年度調査のみに設定）

7.4 

9.7 

16.8 

11.3 

8.4 

14.5 

34.7 

19.4 

31.6 

30.6 

1.1 

14.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝95）

平成30年度調査

（N＝62）

12歳以下 13歳～15歳 16歳～18歳

19歳～22歳 23歳以降 無回答
%
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問 22 その状態になったきっかけは何ですか。（○はいくつでも） 

 

「その他」の割合が 49.5％と最も高く、次いで「不登校（小学校・中学校・高校）」の割合が 17.9％、

「人間関係がうまくいかなかった」の割合が 14.7％となっています。 

「その他」の意見としては、コロナ禍のため、在宅勤務・テレワークのため、特に理由なしなどが

挙げられています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「不登校（小学校・中学校・高校）」「人間関係がうまくいかなかっ

た」「職場になじめなかった」「病気」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.9 

5.3 

0.0 

3.2 

7.4 

14.7 

13.7 

3.2 

49.5 

4.2 

11.3 

4.8 

4.8 

6.5 

4.8 

6.5

8.1

3.2

40.3

19.4

0 20 40 60 80 100

不登校（小学校・中学校・高校）

大学になじめなかった

受験に失敗した（小学校・中学校・高校・大学）

就職活動がうまくいかなかった

職場になじめなかった

人間関係がうまくいかなかった

病気

妊娠した

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝95）

平成30年度調査

（N＝62）

%
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３ 情報収集やインターネットの利用について 

問 23 ふだん、情報をどのようなものから得ていますか。（○はいくつでも） 

 

「ＳＮＳ（LINE、Instagram、TikTok、X(旧 Twitter)、YouTube 等）」の割合が 92.9％と最も高く、

次いで「インターネット検索」の割合が 77.7％、「家族や友人との会話」の割合が 59.7％、「テレビ・

ラジオ」の割合が 56.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、仕事や職場の人との会話が挙げられています。 

 

  

56.5 

6.3 

9.8 

21.2 

5.1 

0.8 

2.7 

77.7 

37.6 

92.9 

59.7

0.8

0

0.7

0 20 40 60 80 100

テレビ・ラジオ

新聞

週刊誌・雑誌・漫画

本・書籍

広報誌（すみだ区報など）

地域情報誌

掲示板・回覧板

インターネット検索

ニュースアプリ

SNS（LINE、Instagram、TikTok、

X(旧Twitter)、YouTube等）

家族や友人との会話

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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問 24 学業・仕事以外でどのインターネット接続機器を利用していますか。（○はいくつでも） 

 

「スマートフォン」の割合が 97.2％と最も高く、次いで「パソコン」の割合が 62.7％、「タブレッ

ト」の割合が 35.4％、「ゲーム機」の割合が 28.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、同様の傾向ですが、「タブレット」「ゲーム機」の割合が増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 24 で「パソコン」「タブレット」「スマートフォン」「ゲーム機」「その他」が含まれる方のみ、問 25～28 の質問に回

答してください。 

問 25 スマートフォンやパソコン、タブレット端末などを 1日およそ何時間ぐらい利用しますか(学

校の授業や宿題、仕事に関する利用を除く)。（○は１つだけ） 

 

「2～4 時間程度」の割合が 40.3％と最も高く、次いで「4～6時間程度」の割合が 27.2％、「6時間

以上」の割合が 19.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.5 

10.8 40.3 27.2 19.2 

1.8 

0.2 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝879）

30分程度 1～2時間程度 2～4時間程度 4～6時間程度

6時間以上 わからない 無回答

%

62.7 

35.4 

97.2 

28.9 

0.6 

0.2 

0.0 

0.1 

0.3 

56.9 

24.1 

96.6 

15.2 

1.4 

0.8 

0.2

0.6

0.3

0 20 40 60 80 100

パソコン

タブレット

スマートフォン

ゲーム機

その他

携帯電話（ガラケー）

以前は利用していたが、現在は利用していない

利用していない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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問 26 スマートフォンやパソコン、タブレット端末などの利用目的は何ですか。（○はいくつでも） 

 

「インターネットでの情報収集」の割合が 88.7％と最も高く、次いで「動画や音楽の鑑賞」の割合

が 86.0％、「ＳＮＳやチャット等を使った学校や職場等の友人・知人（いわゆる「リアル友達」）との

交流」の割合が 73.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88.7 

73.6 

27.4 

4.4 

5.5 

86.0 

23.1 

19.6 

46.9 

40.3 

45.3 

17.5 

13.8

1.7

0

0 20 40 60 80 100

インターネットでの情報収集

SNSやチャット等を使った学校や職場等の友人・知人

（いわゆる「リアル友達」）との交流

SNSやチャット等を使ったWEB上の友人・知人

（「リアル友達」以外）との交流

出会い系サイトやマッチングアプリ

ホームページ、ブログなどの作成、書き込み

動画や音楽の鑑賞

電子書籍の読書

映像、画像、音楽の編集

ネットショッピング・オークション

ゲーム

電話（LINE 電話等を含む音声通話）

テレビ電話やビデオ通話

自己啓発（アプリを用いた学習等）

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝879）

%
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問 27 インターネットの利用について、あなた自身にあてはまる数字に○をつけてください。 

（○は各項目につき１つ） 

 

「①インターネットに夢中になっていると感じるか」、「⑤意図したよりも、長時間オンラインの状

態でいるか」で“はい”の割合が 6割を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.6 

21.8 

37.7 

12.9 

67.7 

6.0 

10.0 

34.8 

22.8 

77.5 

61.4 

86.5 

31.4 

93.3 

89.3 

64.4 

0.7

0.7

0.9

0.7

0.9

0.7

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100

①インターネットに夢中になっていると感じるか

②満足を得るために、ネットを使う時間を長くして

いかなければならないと感じるか

③使用時間を減らしたり、やめようとしたりしたが、

うまくいかなかったことが度々あったか

④ネットの使用をやめようとした時、

落ち込みやイライラを感じるか

⑤意図したよりも、長時間オンラインの状態でいるか

⑥ネットのため、大切な人間関係、学校、部活のことを

危うくしたことがあったか

⑦熱中しすぎていることを隠すため、家族や身近な人に

うそをついたことがあるか

⑧嫌な気持ちや不安、落ち込みから逃げるために

ネットを使うか

はい いいえ 無回答
%
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問 28 インターネットを利用していて、直近 1年以内で、次のようなトラブルにあったことはありま

すか。（○はいくつでも） 

 

「特にない」の割合が 66.1％と最も高く、次いで「迷惑メール（フィッシング詐欺メールなど）が

頻繁に送られてきた」の割合が 25.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、詐欺やクレジットカードの不正利用、アカウント乗っ取られ、嫌が

らせなどが挙げられています。 

 

 

  

2.4 

0.5 

0.6 

25.7 

1.9 

5.1 

0.8 

2.4 

0.2 

1.0 

0.9 

0.7 

66.1

1.9

0 20 40 60 80 100

自分の悪口をネット上に書き込まれた

仲間はずれやいじめを受けた

名前や住所、メールアドレスなどの

個人情報や写真を勝手に使用された

迷惑メール（フィッシング詐欺メールなど）が

頻繁に送られてきた

なりすましやアカウントの乗っ取り被害にあった

身におぼえのない料金を請求された

知らないうちに会員登録や契約をしてしまった

ネットショッピングなどで詐欺にあった

（商品が届かない、不良品が届く）

オンラインゲームで被害にあった

（アイテムがなくなる、ゲームができなくなる）

コンピューターウイルスに感染した

ネット上で知り合った人とのトラブルに巻き込まれた

（つきまとい、いやがらせ、現実の犯罪など）

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝879）

%
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４ 悩み事や人間関係について 

問 29 現在、悩み事や心配なことはありますか（○はいくつでも） 

 

「収入、経済面のこと」の割合が 44.1％と最も高く、次いで「仕事や職場のこと」の割合が 38.2％、

「自分のからだのこと」の割合が 26.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、将来のこと、恋愛・結婚、仕事、社会情勢などが挙げられています。 

  

26.1 

19.5 

14.8 

13.7 

7.6 

3.1 

21.0 

38.2 

8.0 

11.3 

44.1 

9.9 

3.7

17.1

1.1

0 20 40 60 80 100

自分のからだのこと

自分のこころの健康のこと

性格のこと

家族の健康のこと

子育てのこと

介護や看護のこと

勉強や就職のこと

仕事や職場のこと

家族関係

家族以外との人間関係

収入、経済面のこと

はっきりした悩みがないがなんとなく不安

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、全体的にひきこもり群で割合が高くなっています。 

その中で、「自分のこころと健康のこと」「性格のこと」の割合は特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、全体的にインターネット依存者

で割合が高くなっています。 

その中で、「性格のこと」「勉強や就職のこと」の割合は大きく高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.0

45.0

30.0

20.8

7.5

3.3

25.8

44.2

15.0

15.8

50.0

13.3

6.7

11.7

1.7

23.9

15.7

12.5

12.5

7.7

3.0

20.2

37.5

7.0

10.7

43.3

9.5

3.3

18.1

0.7

0 20 40 60 80 100

自分のからだのこと

自分のこころの健康のこと

性格のこと

家族の健康のこと

子育てのこと

介護や看護のこと

勉強や就職のこと

仕事や職場のこと

家族関係

家族以外との人間関係

収入、経済面のこと

はっきりした悩みがないがなんとなく不安

その他

特にない

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%

41.1

33.3

34.0

19.1

6.4

5.0

34.8

46.1

14.9

22.7

54.6

17.7

2.8

12.1

0.7

23.7

17.2

11.4

12.8

7.8

2.8

18.0

37.6

6.7

9.4

42.5

8.5

3.9

17.9

0.4

0 20 40 60 80 100

自分のからだのこと

自分のこころの健康のこと

性格のこと

家族の健康のこと

子育てのこと

介護や看護のこと

勉強や就職のこと

仕事や職場のこと

家族関係

家族以外との人間関係

収入、経済面のこと

はっきりした悩みがないがなんとなく不安

その他

特にない

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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問 30 ふだん悩み事を誰かに相談したいと思いますか。（○は１つだけ） 

 

「思う」の割合が 32.1％と最も高く、次いで「少し思う」の割合が 29.7％となっており、「非常に

思う」「思う」「少し思う」をあわせた“相談したいと思う”の割合が 73.7％、「思わない」の割合が

25.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、相談したいと思う”の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 31 ふだん悩み事を誰に相談しますか。※複数選択として集計 

 

「友人・知人」の割合が 39.5％と最も高く、次いで「親」の割合が 29.4％、「配偶者」の割合が 19.5％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9 

22.3 

32.1 

32.0 

29.7 

26.4 

25.5 

18.8 

0.8 

0.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

非常に思う 思う 少し思う 思わない 無回答

%

29.4 

8.0 

39.5 

19.5 

0.7 

0.6 

8.0 

1.9 

0.2 

2.3 

3.3 

13.2 

1.2 

14.7 

2.0 

30.3 

11.9 

0.0 

0.2 

3.3 

0.2 

0.0 

0.6 

1.4 

10.8 

24.7 

0 20 40 60 80 100

親

きょうだい

友人・知人

配偶者

祖父母

学校の先生

職場の同僚・上司

カウンセラー・精神科医

都・区などの専門機関の人

ネット上の知り合い

その他

誰にも相談しない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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問 32 相談するなら、どのような人や場所だと相談しやすい・相談したいと思いますか。 

（○はいくつでも） 

 

「匿名（自分が誰か知られずに）で相談できる」の割合が 44.0％と最も高く、次いで「無料で相談

できる」の割合が 43.1％、「曜日・時間帯を気にせず相談できる」の割合が 42.1％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、自分をよく知っている、相談内容が秘匿される、何も言わずにただ

話を聞いてくれる、周りの人も利用している、などが挙げられています。 

 

  

43.1 

44.0 

42.1 

16.0 

38.5 

13.4 

15.6 

17.6 

23.3 

31.4 

15.4 

11.1 

4.3

1.2

8.9

3.7

1.1

0 20 40 60 80 100

無料で相談できる

匿名（自分が誰か知られずに）で相談できる

曜日・時間帯を気にせず相談できる

相談できる場所が自宅から近い

ＳＮＳやメールで相談できる

電話で相談できる

相手が同世代である

相手が同姓である

相手が同じ悩みを持っている又は持っていたことがある

相手がカウンセラーなど専門家である

相手が公的な支援機関である

相手が医師である

相手が民間の支援団体（NPO等）である

相手が自宅に来てくれる

誰にも相談したくない

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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５ 仕事に関することについて 

問 33 現在は働いていますか。（○は１つだけ） 

 

「勤めている（正社員）」の割合が 69.8％と最も高く、次いで「学生（予備校生を含む）」の割合が

15.0％、「勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））」の

割合が 8.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「勤めている（正社員）」の割合が増加し、「勤めている（契約社員、

派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））」「学生（予備校生を含む）」の割合が

減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69.8 

60.0 

8.6 

13.6 

2.6 

1.6 

1.1 

2.0 

15.0 

19.1 

0.5 

0.6 

0.1 

0.0 

1.9 

3.0 

0.3 

0.2 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない

無職

無回答
%



29 

 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「勤めている（契約社員、派遣社員又は

パート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））」「無職」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で「勤め

ている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））」「学生（予備校生

を含む）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.8

71.7

12.8

7.8

0.7

2.9

0.7

1.0

19.9

14.0

0.0

0.4

0.0

0.1

2.1

1.9

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない

無職

無回答

%

65.8

70.7

10.8

8.3

1.7

2.6

0.8

1.2

15.0

15.0

0.0

0.5

0.0

0.1

5.8

1.3

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

勤めている（正社員）

勤めている（契約社員、派遣社員又はパート・アルバイト（学生のアルバイトは除く））

自営業・自由業

専業主婦・主夫又は家事手伝い

学生（予備校生を含む）

その他

派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない

無職

無回答

%%
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※問 33 で「派遣会社などに登録しているが、現在は働いていない」「無職」と答えた方のみ、問 34 の質問に回答してください。 

問 34 現在、仕事をしたいと思っていますか。（○は１つだけ） 

 

「仕事をしたい」の割合が 66.7％、「仕事をしたくない」の割合が 27.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問 34 で「仕事をしたくない」と答えた方のみ、問 35 の質問に回答してください。 

問 35 仕事をしたくない理由は何ですか。（○はいくつでも） 

 

「したいと思う仕事が無いから」が 3件（60.0％）、「時間の融通がきかないから」「好きなことがで

きないから」「仕事以外にやりたいことがあるから」「責任を感じずに済むから」「人間関係で悩みたく

ないから」「健康上の理由」がそれぞれ 1件（20.0％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.7 

68.4 

27.8 

21.1 

5.6 

10.5

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝18）

平成30年度調査

（N＝19）

仕事をしたい 仕事をしたくない 無回答
%

20.0 

20.0 

20.0 

20.0 

60.0 

0.0 

0.0 

0.0 

20.0 

20.0 

0.0 

0.0 

50.0 

50.0 

50.0 

25.0 

50.0 

50.0 

50.0 

25.0 

25.0 

75.0 

0.0 

0.0 

0 20 40 60 80 100

時間の融通がきかないから

好きなことができないから

仕事以外にやりたいことがあるから

責任を感じずに済むから

したいと思う仕事が無いから

自分の技能・能力が活かせる会社がないから

今のままでも生活していくことができるから

主に家事や育児をしているから

人間関係で悩みたくないから

健康上の理由

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝5）

平成30年度調査

（N＝4）

%
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６ 社会貢献・社会参画について 

問 36 あなたが実際に参加している地域活動、または参加してみたい地域活動はどのような活動で

すか。（○はいくつでも） 

 

「参加していない・したくない」の割合が 40.3％と最も高く、次いで「祭りなどの文化行事・イベ

ント」の割合が 37.5％、「文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加」の割合が 25.1％、「外国人と

の交流」の割合が 19.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「参加していない・したくない」の割合が大きく増加し、「文化・ス

ポーツ活動・語学学習などへの参加」「外国人との交流」の割合がやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.4 

1.9 

6.3 

4.9 

2.4 

7.6 

25.1 

9.7 

19.7 

37.5 

40.3

1.6

0.6

9.1 

2.2 

7.7 

6.3 

3.1 

10

33.8

15.8

28.3

41.4

24.5

0.9

3

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「参加していない・したくない」ととも

に「区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で「環境

美化活動（清掃・リサイクルなど）」「防災活動」「区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）」

「祭りなどの文化行事・イベント」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.5

1.4

9.9

3.5

2.8

11.3

25.5

9.2

23.4

46.1

36.9

1.4

0.7

9.8

2.1

5.6

5.2

2.3

7.0

25.3

9.8

19.1

36.3

41.1

1.5

0.1

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%

9.2

1.7

6.7

5.0

2.5

10.8

20.0

11.7

16.7

30.8

45.8

3.3

0

10.7

2.0

6.3

4.9

2.4

7.1

26.0

9.5

20.2

38.7

39.7

1.2

0.3

0 20 40 60 80 100

環境美化活動（清掃・リサイクルなど）

交通安全推進活動

防災活動

助け合い活動（高齢者・障害者への支援など）

防犯活動（防犯パトロールなど）

区民への文化事業の提供（劇、音楽、芸、朗読など）

文化・スポーツ活動・語学学習などへの参加

文化・スポーツ活動・語学などの指導

外国人との交流

祭りなどの文化行事・イベント

参加していない・したくない

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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問 37 地域活動に多くの人が参加するには何が必要だと思いますか。（○は２つまで） 

 

「活動に気軽に参加できるようにすること」の割合が 35.9％と最も高く、次いで「活動内容を魅力

的なものにすること」の割合が 33.3％、「自分の業務・特技・余暇の範囲で負担が少なくできること」

の割合が 28.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、傾向に大きな変化は見られませんが、「活動団体が信頼できる組織

であること」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.2 

10.2 

27.2 

5.1 

33.3 

35.9 

12.8 

13.1 

5.4 

28.9 

7.5

2.8

0.6

19.1 

9.4 

15.9 

3.9 

29.2 

35.6

10.3

10.2

5.8

25.9

7

4.1

2.8

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「活動団内容と区内外に積極的にＰＲす

ること」「活動内容を魅力的なものにすること」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.7

8.3

24.2

4.2

40.0

33.3

15.0

11.7

8.3

30.0

8.3

4.2

0.8

20.6

10.4

27.7

5.3

32.3

36.7

12.5

13.3

4.9

28.9

7.3

2.6

0.1

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、全体的にインターネット依存者

で割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.4

13.5

31.2

5.7

34.8

37.6

12.1

15.6

8.5

29.1

9.9

2.8

1.4

21.0

9.8

26.8

5.1

33.3

36.3

12.9

12.4

4.7

28.9

6.9

2.8

0

0 20 40 60 80 100

活動内容を区内外に積極的にＰＲすること

活動団体（町会、NPO、自主活動など）

の情報を公開すること

活動団体が信頼できる組織であること

活動報告（活動内容・決算報告など）

が行われていること

活動内容を魅力的なものにすること

活動に気軽に参加できるようにすること

地域のニーズ・課題に合っていること

活動の目的が明確で共感できること

活動している団体（町会、NPO、自主活動など）

と気軽に交流ができること

自分の業務・特技・余暇の範囲で

負担が少なくできること

特にない

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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７ 自由な時間の過ごし方や居場所について 

問 38 仕事や学校、家事などのほかに、自由な時間をどのように過ごすことが多いですか。 

（○はいくつでも） 

 

「テレビ、漫画、動画サイト、雑誌などをみる」の割合が 76.8％と最も高く、次いで「友人と遊ん

だり、飲食したりする」の割合が 60.5％、「趣味の活動をする（音楽活動、料理、写真、スポーツ、

映画鑑賞、ライブ参加など）」の割合が 53.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46.3 

38.6 

76.8 

45.0 

53.8 

6.6 

38.8 

47.0 

4.7 

60.5 

15.8 

36.5 

18.1

21

20.6

2.3

0.2

0 20 40 60 80 100

何もしないでのんびりする

家族とおしゃべりをする

テレビ、漫画、動画サイト、雑誌などをみる

読書をしたり、音楽を聴いたりする

趣味の活動をする（音楽活動、料理、写真、

スポーツ、映画鑑賞、ライブ参加など）

クラブ活動やサークル活動をする

スマホや専用機器等でゲームをする

買い物をする（ネットショッピング含む）

地域の行事やイベントに参加する

友人と遊んだり、飲食したりする

ゲームセンターやカラオケなどに行く

ＳＮＳやブログを見たり投稿したりする

資格試験などの勉強をする

家事や家の手伝いをする

1人でお酒を飲んだり、食事をしたりする

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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問 39 仕事や学校、家事などのほかに、自由な時間を過ごす場合、どのような場所で過ごすことが多

いですか。（○はいくつでも） 

 

「自分の家」の割合が 93.0％と最も高く、次いで「喫茶店・カフェ」の割合が 33.1％、「商業施設

（デパートなど）」の割合が 28.9％、「飲食店（ファミレス・居酒屋など）」の割合が 24.4％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93.0 

11.6 

33.1 

7.3 

24.4 

2.1 

28.9 

1.7 

5.4 

11.8 

8.4 

3.4 

6.9

7.7

9.7

10.4

0.8

4.1

0.3

0 20 40 60 80 100

自分の家

友人の家

喫茶店・カフェ

ファストフード店

飲食店（ファミレス・居酒屋など）

コンビニエンスストア

商業施設（デパートなど）

漫画喫茶・ネットカフェ・個室ビデオ店

アミューズメント施設（ゲームセンター・パチンコ店など）

カラオケボックス

繁華街

学校

図書館

スポーツ施設

文化施設（美術館・博物館・コンサートホールなど）

公園

区民施設（コミュニティ会館など）

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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問 40 仕事や学校、家庭などのほかに、どのような居場所があればよいと思いますか。 

（○はいくつでも） 

 

「一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする」の割合が 60.3％と最も高く、次いで「いつ

でも行きたい時に行ける」の割合が 54.0％、「好きなことをして自由に過ごせる」の割合が 46.4％と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54.0 

60.3 

26.2 

9.0 

24.3 

46.4 

12.9 

28.2 

13.0 

26.1 

2.9 

7.5 

0.3

0 20 40 60 80 100

いつでも行きたい時に行ける

一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする

同世代の友人や仲間と過ごせる

違う世代の人と過ごせる

ありのままでいられる、自分を否定されない

好きなことをして自由に過ごせる

自分の意見や希望を受け入れてもらえる

新しいことを学べたり、やりたいことに

チャレンジできたりする

悩みごとなどの相談に乗ってもらえる

いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる

その他

居場所の必要性を感じない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「いつでも行きたいときに行ける」「一人

で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする」「ありのままでいられる、自分を否定されない」「好

きなことをして自由に過ごせる」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.7

70.0

25.8

10.0

39.2

59.2

20.8

30.0

22.5

26.7

3.3

3.3

0.0

53.2

59.1

26.3

9.0

22.0

44.7

11.6

28.1

11.6

26.0

2.8

8.2

0.0

0 20 40 60 80 100

いつでも行きたい時に行ける

一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする

同世代の友人や仲間と過ごせる

違う世代の人と過ごせる

ありのままでいられる、自分を否定されない

好きなことをして自由に過ごせる

自分の意見や希望を受け入れてもらえる

新しいことを学べたり、やりたいことに

チャレンジできたりする

悩みごとなどの相談に乗ってもらえる

いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる

その他

居場所の必要性を感じない

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、全体的にインターネット依存者

で割合が高くなっています。 

特に、「いつでも行きたいときに行ける」「ありのままでいられる、自分を否定されない」「自分の意

見や希望を受け入れてもらえる」「悩みごとなどの相談に乗ってもらえる」の割合は非依存者より高

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63.1

62.4

33.3

11.3

35.5

53.2

24.8

34.8

23.4

34.0

5.0

5.7

0.0

52.8

60.0

24.8

8.8

22.4

45.4

10.3

27.1

10.9

24.8

2.3

7.7

0.0

0 20 40 60 80 100

いつでも行きたい時に行ける

一人で過ごせたり、何もせずのんびりできたりする

同世代の友人や仲間と過ごせる

違う世代の人と過ごせる

ありのままでいられる、自分を否定されない

好きなことをして自由に過ごせる

自分の意見や希望を受け入れてもらえる

新しいことを学べたり、やりたいことに

チャレンジできたりする

悩みごとなどの相談に乗ってもらえる

いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる

その他

居場所の必要性を感じない

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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８ あなた自身のことについて 

問 41 次にあげられたことについて、あなた自身にあてはまる数字に○をつけてください。 

（○は各項目につき１つ） 

 

①自分に自信がある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 58.2％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 41.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②いろいろなことに積極的に挑戦することができる 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 65.0％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 34.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

21.9 

13.9 

どちらかといえば

はい

36.3 

35.9 

どちらかといえば

いいえ

25.6 

32.2 

いいえ

15.7 

17.8 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

①自分に自信がある %

はい

27.7 

25.8 

どちらかといえば

はい

37.3 

40.9 

どちらかといえば

いいえ

25.0 

23.1 

いいえ

9.6 

10.0 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

②いろいろなことに積極的に挑戦することができる %
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③自分のことが好き 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 71.8％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 27.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④将来の夢はなんとしても叶えたい 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 68.3％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 31.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤自分の欠点や失敗を少しでも悪く言われると、ひどく動揺する 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 59.6％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 40.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

31.2 

23.6 

どちらかといえば

はい

40.6 

42.7 

どちらかといえば

いいえ

17.9 

22.3 

いいえ

9.8 

11.3 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

③自分のことが好き %

はい

25.4 

29.1 

どちらかといえば

はい

42.9 

42.2 

どちらかといえば

いいえ

20.5 

18.6 

いいえ

10.5 

10.0 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

④将来の夢はなんとしてでも叶えたい %

はい

25.4 

19.2 

どちらかといえば

はい

34.2 

34.2 

どちらかといえば

いいえ

23.8 

29.1 

いいえ

16.2 

17.2 

0.3 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑤自分の欠点や失敗を少しでも悪く言われると、ひどく動揺する %
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⑥人といると、馬鹿にされたり軽く扱われはしないかと不安になる 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 40.8％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 58.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦大事なことを自分ひとりで決めてしまうのは不安だ 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 55.9％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 43.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧初対面の人とすぐに会話できる自信がある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 65.3％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 34.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

14.5 

11.4 

どちらかといえば

はい

26.3 

27.5 

どちらかといえば

いいえ

27.9 

26.9 

いいえ

30.6 

33.9 

0.7 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑥人といると、馬鹿にされたり軽く扱われはしないかと不安になる %

はい

24.6 

19.8 

どちらかといえば

はい

31.3 

32.5 

どちらかといえば

いいえ

23.2 

25.2 

いいえ

20.5 

22.3 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑦大事なことを自分ひとりで決めてしまうのは不安だ %

はい

32.1 

33.9 

どちらかといえば

はい

33.2 

30.0 

どちらかといえば

いいえ

21.2 

21.7 

いいえ

13.0 

14.2 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑧初対面の人とすぐに会話できる自信がある %
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⑨ 人とのつきあい方が不器用なのではないかと悩む 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 51.0％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 48.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 自分の感情を表に出すのが苦手だ 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 46.1％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 53.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 周りの人ともめごとが起こったとき、どうやって解決したらいいかわからない 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 34.1％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 65.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

18.8 

18.6 

どちらかといえば

はい

32.2 

25.9 

どちらかといえば

いいえ

25.5 

27.2 

いいえ

23.1 

28.1 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑨人とのつきあい方が不器用なのではないかと悩む %

はい

18.8 

15.3 

どちらかといえば

はい

27.3 

25.0 

どちらかといえば

いいえ

26.3 

25.3 

いいえ

27.2 

34.2 

0.3 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑩自分の感情を表に出すのが苦手だ %

はい

11.3 

10.5 

どちらかといえば

はい

22.8 

22.2 

どちらかといえば

いいえ

36.9 

36.7 

いいえ

28.2 

30.5 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑪周りの人ともめごとが起こったとき、どうやって解決したらいいかわからない %
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⑫ たとえ親であっても自分のやりたいことに口出ししないで欲しい 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 66.7％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 32.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 家や自室に閉じこもっていて外に出ない人たちの気持ちがわかる 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 57.6％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 41.8％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 自分も、家や自室に閉じこもりたいと思うことがある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 44.1％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 55.5％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

29.9 

28.3 

どちらかといえば

はい

36.8 

39.1 

どちらかといえば

いいえ

23.6 

21.7 

いいえ

9.2 

10.8 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑫たとえ親であっても自分のやりたいことに口出ししないで欲しい %

はい

23.8 

20.9 

どちらかといえば

はい

33.8 

32.7 

どちらかといえば

いいえ

21.8 

25.8 

いいえ

20.0 

20.5 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑬家や自室に閉じこもっていて外に出ない人たちの気持ちがわかる %

はい

18.8 

20.8 

どちらかといえば

はい

25.3 

22.7 

どちらかといえば

いいえ

22.5 

23.0 

いいえ

33.0 

33.1 

0.5 

0.5 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑭自分も、家や自室に閉じこもりたいと思うことがある %
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⑮ 嫌な出来事があると、外に出たくなくなる 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 45.1％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 54.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 理由があるなら家や自室に閉じこもるのも仕方がないと思う 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 80.5％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 19.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑰ これまでの人生のなかで、自殺したい、またはそれに近いことを考えたことがある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 37.8％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 61.7％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

20.1 

17.2 

どちらかといえば

はい

25.0 

23.8 

どちらかといえば

いいえ

22.7 

25.6 

いいえ

31.6 

33.3 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑮嫌な出来事があると、外に出たくなくなる %

はい

39.0 

35.2 

どちらかといえば

はい

41.5 

37.8 

どちらかといえば

いいえ

11.4 

15.3 

いいえ

7.6 

11.4 

0.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑯理由があるなら家や自室に閉じこもるのも仕方がないと思う %

はい

18.3 

17.8 

どちらかといえば

はい

19.5 

18.9 

どちらかといえば

いいえ

14.1 

15.8 

いいえ

47.6 

47.3 

0.5 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑰これまでの人生のなかで、自殺したい、またはそれに近いことを考えたことがある %



47 

 

⑱ いつか必ず自分にふさわしい仕事が見つかると思う 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 73.3％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 25.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲ いつか自分の夢を実現させる仕事に就きたい 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 78.0％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 21.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳ 定職に就かない方が自由でいいと思う 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 30.2％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 69.4％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

34.7 

38.4 

どちらかといえば

はい

38.6 

35.6 

どちらかといえば

いいえ

18.0 

17.7 

いいえ

7.9 

7.8 

0.8 

0.5 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑱いつか必ず自分にふさわしい仕事が見つかると思う %

はい

37.3 

42.0 

どちらかといえば

はい

40.7 

35.6 

どちらかといえば

いいえ

13.2 

14.8 

いいえ

8.1 

7.2 

0.7 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑲いつか自分の夢を実現させる仕事に就きたい %

はい

11.1 

12.0 

どちらかといえば

はい

19.1 

13.8 

どちらかといえば

いいえ

32.0 

32.3 

いいえ

37.4 

41.6 

0.5 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

⑳定職に就かない方が自由でいいと思う %
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㉑ 身の回りのことは親にしてもらっている 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 26.2％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 73.2％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒ 昼夜逆転の生活をしている 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 10.4％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 89.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉓ 新聞の政治や経済・社会報道によく目を通す 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 39.1％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 60.3％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

10.7 

10.2 

どちらかといえば

はい

15.5 

16.9 

どちらかといえば

いいえ

10.1 

10.3 

いいえ

63.1 

62.5 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉑身の回りのことは親にしてもらっている %

はい

3.4 

4.4 

どちらかといえば

はい

7.0 

6.6 

どちらかといえば

いいえ

13.3 

15.6 

いいえ

75.7 

73.1 

0.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉒昼夜逆転の生活をしている %

はい

13.3 

17.3 

どちらかといえば

はい

25.8 

26.3 

どちらかといえば

いいえ

27.2 

29.2 

いいえ

33.1 

27.0 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉓新聞の政治や経済・社会報道によく目を通す %
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㉔ 自分の周辺には理不尽と思うことがたくさんある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 51.8％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 47.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉕ 誰とも口を利かずに過ごす日が多い 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 14.3％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 85.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉖ 人と会話をするのはわずらわしい 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 20.3％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 79.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

20.0 

24.8 

どちらかといえば

はい

31.8 

33.8 

どちらかといえば

いいえ

30.4 

27.0 

いいえ

17.2 

14.1 

0.7 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉔自分の周辺には理不尽と思うことがたくさんある %

はい

3.3 

3.4 

どちらかといえば

はい

11.0 

5.8 

どちらかといえば

いいえ

23.8 

22.0 

いいえ

61.2 

68.6 

0.7 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉕誰とも口を利かずに過ごす日が多い %

はい

4.5 

5.5 

どちらかといえば

はい

15.8 

12.0 

どちらかといえば

いいえ

28.5 

30.0 

いいえ

50.6 

52.3 

0.6 

0.2 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉖人と会話をするのはわずらわしい %
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㉗ 過去の知り合いや縁者に信頼できる人はいない 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 9.5％、「どちらかといえばいい

え」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 89.9％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉘ 自分の精神状態は健康ではないと思う 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 20.5％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 79.0％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、“はい”の割合がやや増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉙ 自分の今の状態について考えることがよくある 

「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合が 70.9％、「どちらかといえばい

いえ」と「いいえ」を合わせた“いいえ”の割合が 28.6％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、大きな変化は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はい

3.3 

4.2 

どちらかといえば

はい

6.2 

7.2 

どちらかといえば

いいえ

21.7 

17.7 

いいえ

68.2 

70.6 

0.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉗過去の知り合いや縁者に信頼できる人はいない %

はい

6.1 

6.7 

どちらかといえば

はい

14.4 

10.6 

どちらかといえば

いいえ

23.4 

23.6 

いいえ

55.6 

58.8 

0.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉘自分の精神状態は健康ではないと思う %

はい

32.0 

33.4 

どちらかといえば

はい

38.9 

36.9 

どちらかといえば

いいえ

12.4 

13.1 

いいえ

16.2 

16.3 

0.6 

0.3 

0 20 40 60 80 100

≪凡例≫

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

㉙自分の今の状態について考えることがよくある %
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①自分に自信がある［クロス集計］ 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で“いいえ”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で“いい

え”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合は、いずれの年代

も 50％を超えており、年代が上がるほど高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.5

21.9

16.7

39.4

26.7

25.7

34.2

12.9

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

17.0

23.1

35.5

36.3

23.4

26.1

23.4

14.4

0.7

0.0

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

23.0

24.4

20.8

32.8

33.5

37.9

31.1

25.2

25.3

11.5

16.5

15.8

1.6

0.4

0.2

0 20 40 60 80 100

18歳～19歳

（N＝61）

20歳～24歳

（N＝242）

25歳～29歳

（N＝581）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%
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③自分のことが好き［クロス集計］ 

【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で“いいえ”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で“いい

え”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年代別】 

年代別でみると、「はい」と「どちらかといえばはい」を合わせた“はい”の割合は、いずれの年代

も 70％を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.3

35.5

28.6

32.8

37.2

42.9

23.0

12.4

19.6

3.3

14.5

8.6

1.6

0.4

0.3

0 20 40 60 80 100

18歳～19歳

（N＝61）

20歳～24歳

（N＝242）

25歳～29歳

（N＝581）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

29.2

31.4

25.8

43.3

17.5

18.1

27.5

7.1

0.0

0.1

0 20 40 60 80 100

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%

24.8

32.7

39.7

40.6

19.1

17.9

15.6

8.7

0.7

0.1

0 20 40 60 80 100

インターネット依存者

（N＝141）

インターネット非依存者

（N＝727）

はい どちらかといえばはい
どちらかといえばいいえ いいえ
無回答

%
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９ 犯罪や非行について 

問 42 薬物について、身近に感じた経験はありますか。（○はいくつでも） 

※ここで言う「薬物」は、合法、違法を問わず、身体に悪影響を及ぼす使用方法、あるいは薬物そのもののこ

とを指します。また、大麻も含みます。 

 

「身近に感じたことはない」の割合が 82.5％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.0 

6.0 

1.5 

1.8 

82.5 

5.3 

1.2 

0.7

0 20 40 60 80 100

自身の周囲で「使用または所持している・していた人を

知っている」という知人がいる

自身の周囲で「使用または所持している・していた」

という知人がいる

薬物の使用に誘われたことがある

薬物を使用してみたいと思ったことがある

身近に感じたことはない

わからない

答えたくない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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問 43 闇バイトについて、身近に感じた経験はありますか。（○はいくつでも） 

 

「身近に感じたことはない」の割合が 86.9％と最も高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.0 

1.7 

1.5 

1.2 

0.3 

0.2 

0.3 

86.9 

5.5 

0.5 

0.6

0 20 40 60 80 100

闇バイトと思われる求人を見たことがある

闇バイトと思われる求人を見たという話を

知人から聞いたことがある

自身の周囲で「関与している・していた人を

知っている」という知人がいる

自身の周囲で「関与している・していた」

という知人がいる

闇バイトと思われる求人に誘われたことがある

闇バイトと思われる求人に応募したいと思ったことがある

闇バイトと思われる求人に応募したり、

働いたりしたことがある

身近に感じたことはない

わからない

答えたくない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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問 44 子どもや若者が犯罪や非行に巻き込まれないようにするために、特に何が必要だと思います

か。（○は３つまで） 

 

「保護者と子どもが積極的に会話し、ふれあう機会を多く持つこと」の割合が 50.2％と最も高く、

次いで「社会全体がモラルを高めること」の割合が 38.0％、「大人が子どもの自主性を尊重し、過保

護・過干渉にならないようにすること」の割合が 35.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、以下の意見が挙げられています。 

 まちの景観やデザイン、治安向上 

 SNS の規則等の見直し、SNS での適切な発信 

 若者及び保護者(大人)への教育、理解向上 

 経済的支援（母子家庭や貧困世帯への支援、若者の給与アップ） 

 法の見直し、刑罰の厳罰化 など 

  

7.1 

22.4 

50.2 

35.9 

8.8 

38.0 

19.4 

15.3 

32.4 

28.2 

6.0 

3.8 

0.5

0 20 40 60 80 100

保護者がもっと威厳を持つこと

保護者が手本となるような生活態度を示すこと

保護者と子どもが積極的に会話し、

ふれあう機会を多く持つこと

大人が子どもの自主性を尊重し、過保護・

過干渉にならないようにすること

子どもに悪い影響を与えると思われる雑誌・番組・動画

などが、子どもの目に触れない環境をつくること

社会全体がモラルを高めること

地域で青少年を見守り、育てるような環境をつくること

警察や役所が取り締まりや広報・PR活動を行うこと

学校で社会のモラルや道徳を教えること

青少年の居場所や遊び場などをつくること

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%
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10 公共施設や施策について 

問 45 若者向けにどんな場所がもっと墨田区にあればよいと思いますか。（○は３つまで） 

 

「思いっきり身体を動かせる場所」の割合が 59.5％と最も高く、次いで「趣味仲間が自由に集まれ

る場所」の割合が 38.8％、「静かに勉強や読書ができる場所」の割合が 38.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所」「気軽におしゃべ

りできる場所」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「その他」の意見としては、以下の意見が挙げられています。 

 大きい公園（身体を動かせる場所） 

 ボール遊びができる場所 

 カフェ（自由に過ごせる、勉強できる、コミュニティがある） 

 長時間利用できる場所 

 子どもを預けられる場所 など 

 

  

33.0 

59.5 

34.2 

15.3 

38.8 

15.4 

38.1 

5.5 

0.6

24.8 

61.9 

27.5 

12.7 

45.9 

18.6

36.1

8

2

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】 

ひきこもり群別でみると、一般群に比べ、ひきこもり群で「自分の悩み相談に乗ってくれる場所」

「趣味仲間が自由に集まれる場所」「静かに勉強や読書ができる場所」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インターネット依存別】 

インターネット依存別でみると、インターネット非依存者に比べ、インターネット依存者で「気軽

におしゃべりできる場所」「自分の悩み相談に乗ってくれる場所」「趣味仲間が自由に集まれる場所」

「インターネットが自由に使える場所」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.3

48.3

34.2

22.5

44.2

17.5

41.7

6.7

0.0

33.1

61.7

34.3

14.1

37.9

15.2

37.9

5.4

0.3

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%

35.5

55.3

39.7

22.0

42.6

20.6

39.0

5.7

0.7

32.9

60.5

33.4

13.8

37.8

14.6

38.2

5.4

0.1

0 20 40 60 80 100

大きな音（楽器演奏など）を出してもよい場所

思いっきり身体を動かせる場所

気軽におしゃべりできる場所

自分の悩み相談に乗ってくれる場所

趣味仲間が自由に集まれる場所

インターネットが自由に使える場所

静かに勉強や読書ができる場所

その他

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%
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問 46 墨田区が取り組む青少年や若者の施策にどんなことを望みますか。（○は３つまで） 

 

「放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する」の割合が 34.7％と最も高く、次いで「経済

的な困難を抱えている家庭を支援する」の割合が 34.1％、「いじめや虐待などの悩みを相談できる窓

口を充実させ、支援する」の割合が 28.1％となっています。 

平成 30 年度調査と比較すると、「経済的な困難を抱えている家庭を支援する」「インターネットの

適正な利用について学ぶ機会を充実させる」の割合が他と比べて増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.2 

18.6 

14.0 

5.8 

34.1 

28.1 

34.7 

19.1 

15.0 

22.0 

21.9 

11.3 

1.0 

9.6 

0.5 

18.0 

13.8 

17.5 

6.6 

27.3 

26.4 

33.1 

20.9 

15.9 

12.0 

24.8 

10.0 

4.8 

3.0 

4.1 

0 20 40 60 80 100

青少年や若者が参加できるイベントや意見を

発表できる機会をつくり、情報を提供する

地域活動や体験活動などの社会参加を通じて、家庭・学校

・地域がともに青少年を育成するまちづくりをする

青少年や若者中心のイベントやボランティアなどの

自主的な活動を支援する

子どもから大人まで、青少年活動のリーダー

となる人を養成する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口を

充実させ、支援する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

多様な授業（国際交流等）を取り入れるなど、

学校教育を充実させる

薬物やたばこなどの有害なものから子どもたちを守り、

非行や犯罪防止に努める

インターネットの適正な利用について

学ぶ機会を充実させる

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

思春期の子どもの相談支援などを行う

その他

特にない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

平成30年度調査

（N＝640）

%
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【ひきこもり群別】    【インターネット依存別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14.2

22.0

10.6

5.0

39.0

31.9

32.6

17.0

17.0

27.0

27.7

13.5

1.4

12.1

0.7

11.7

18.4

14.7

6.1

33.6

27.5

35.4

19.1

14.9

21.5

20.6

11.1

1

9.1

0

0 20 40 60 80 100

青少年や若者が参加できるイベントや意見を発表

できる機会をつくり、情報を提供する

地域活動や体験活動などの社会参加を通じて、家庭・学校・

地域がともに青少年を育成するまちづくりをする

青少年や若者中心のイベントやボランティアなどの

自主的な活動を支援する

子どもから大人まで、青少年活動のリーダー

となる人を養成する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口を

充実させ、支援する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

多様な授業（国際交流等）を取り入れるなど、

学校教育を充実させる

薬物やたばこなどの有害なものから子どもたちを守り、

非行や犯罪防止に努める

インターネットの適正な利用について学ぶ機会を充実させる

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

思春期の子どもの相談支援などを行う

その他

特にない

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%

15.0

17.5

12.5

5.8

40.0

39.2

36.7

12.5

20.0

25.0

24.2

17.5

0

6.7

0.8

11.9

18.9

14.2

5.8

33.5

26.6

34.4

20.1

14.2

21.8

21.6

10.2

1.2

10.2

0

0 20 40 60 80 100

青少年や若者が参加できるイベントや意見を発表

できる機会をつくり、情報を提供する

地域活動や体験活動などの社会参加を通じて、家庭・学校・

地域がともに青少年を育成するまちづくりをする

青少年や若者中心のイベントやボランティアなどの

自主的な活動を支援する

子どもから大人まで、青少年活動のリーダー

となる人を養成する

経済的な困難を抱えている家庭を支援する

いじめや虐待などの悩みを相談できる窓口を

充実させ、支援する

放課後などに気軽に行ける安全な居場所を提供する

多様な授業（国際交流等）を取り入れるなど、

学校教育を充実させる

薬物やたばこなどの有害なものから子どもたちを守り、

非行や犯罪防止に努める

インターネットの適正な利用について学ぶ機会を充実させる

就職に向けた相談やサポート体制を充実させる

思春期の子どもの相談支援などを行う

その他

特にない

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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11 若者の意見反映について 

問 47 国や墨田区では、まちづくり等を行うにあたって、子どもや若者の意見の反映に取り組んでい

ます。墨田区に対して、自分の意見や思いを伝えたいと思ったことはありますか。 

（○は１つだけ） 

 

「あまりない」と「ない」を合わせた“ない”の割合が 69.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 48 どのような方法や手段であれば、墨田区に対して意見や思いを伝えやすいですか。 

（○はいくつでも） 

 

「インターネットのフォーム」の割合が 46.7％と最も高く、次いで「LINE などのチャット」の割合

が 41.2％、「Ｗｅｂアンケート」の割合が 38.0％、「オンライン」との割合が 32.7％なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.1 

32.7 

6.4 

4.0 

18.9 

46.7 

41.2 

17.4 

3.1 

12.9 

4.4 

0.6 

11.0 

38.0 

1.0 

3.5 

2.6 

0.6 

0 20 40 60 80 100

対面

オンライン

電話や通話アプリ

手紙

メール

インターネットのフォーム

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）

Facebook

Instagram

その他SNSを使って伝える

ブログ

アンケート（紙）

Webアンケート

その他

特にない

わからない

無回答

令和6年度調査

（N＝885）

%

13.2 16.6 39.4 29.8 0.9 

0 20 40 60 80 100

令和6年度調査

（N＝885）

ある ややある あまりない ない 無回答 %
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【ひきこもり群別】      【インターネット依存別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.1

34.8

5.7

5.0

18.4

53.2

46.1

22.7

7.1

16.3

5.0

0.7

9.2

42.6

0.7

2.1

1.4

0

10.7

32.3

6.6

3.6

19.0

45.8

40.7

16.5

2.3

12.5

4.3

0.6

11.4

37.6

1.1

3.7

2.8

0.3

0 20 40 60 80 100

対面

オンライン

電話や通話アプリ

手紙

メール

インターネットのフォーム

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）

Facebook

Instagram

その他SNSを使って伝える

ブログ

アンケート（紙）

Webアンケート

その他

特にない

わからない

無回答

インターネット

依存者

（N＝141）

インターネット

非依存者

（N＝727）

%

15.0

34.2

9.2

7.5

21.7

44.2

39.2

20.8

3.3

15.0

4.2

0.8

14.2

44.2

0.8

2.5

1.7

0

10.4

32.3

5.9

3.3

18.5

47.4

41.7

16.9

3.0

12.7

4.4

0.5

10.6

37.3

1.1

3.7

2.8

0.3

0 20 40 60 80 100

対面

オンライン

電話や通話アプリ

手紙

メール

インターネットのフォーム

LINEなどのチャット

X（旧Twitter）

Facebook

Instagram

その他SNSを使って伝える

ブログ

アンケート（紙）

Webアンケート

その他

特にない

わからない

無回答

ひきこもり群

（N＝120）

一般群

（N＝758）

%
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問 49 若者に関する施策について、墨田区に望むことがありましたらご自由にご記入ください。 

 

自由意見について、取りまとめのうえ、掲載しています。 

※「特になし」などの回答は割愛しています。 

 

■出産～子育て支援に関すること 

ア 出産に係る支援について 

 出産・育児・子育て支援を充実させてほしい。 

 不妊治療や無痛分娩の助成やサポートをしてほしい。 

 結婚、出産に伴う祝い金を充実してほしい。 

イ 子育て支援について 

 子育て支援のサービスを充実してほしい。 

 子育て世帯への経済的支援を充実してほしい。 

 子育ての金銭的負担を軽減させてほしい。 

 出産・子育て前に対する支援や助成金がほしい。 

 子育てしやすい、子育てしたいと思える環境づくりが必要である。 

 子どもを安心して預けられる保育園を増やしてほしい。 

 学童保育や保育園等の環境を充実してほしい。 

 

■若者施策・若者支援に関すること 

ア 若者への施策について 

 墨田区が目指す若者の施策の意図を知りたかった。 

 区長が TikTok を始めて若者に親しまれる地域づくりから取りくむ必要があると思います。 

イ 若者の相談対応について 

 若者の就職、再就職や結婚等の人生相談が気軽にできる機関があると心強い。 

 悩みを相談できる場所を増やしてほしい。 

 相談できる場所を増やすのであれば、その次の解決につなげるようにしてほしい。 

ウ 若者の定住や住みたいまちについて 

 若者が定住するために、結婚支援や子育て支援が必要である。 

 墨田区への愛着が湧くような取り組みを望みます。 

 若者が住みやすいまちにしてほしい。 

エ 若者の居場所について 

 若者の不安な気持ちをやわらげられる所を提供してほしい。 

 勉強や読書、運動、ダンスや楽器の練習など、若者が放課後に、やりたいことに熱中できる

場所を提供してほしい。 

 若者が勉強しやすい環境づくりをしてほしい。 

 友人と集まったり、勉強したり、1 人でも複数人でも長居しやすい、カフェのような場所が

あるとよい。 

 

■経済的支援や住まいに関すること 

ア 経済的支援について 

 経済的な支援を充実してほしい。 

 減税してほしい。 

イ 住まいについて 

 子育て世帯向けのマンションがほしい。 

 安価な住居を提供してほしい。 

 墨田区はアクセスもよく住みやすいが、家賃が高いため、家賃補助などがあるとよい。 
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■公園や広場、スポーツ施設等の利用に関する意見 

ア 公園や広場について 

 子供を安全に広々と遊ばせられる公園やアスレチックがあるとよい。 

 緑や芝生広場がある場所をつくってほしい。 

 特に目的がなくとも人が集い、時間が過ごせるがただ単に「ダべる」場所あるとよい。 

 気軽に本を読んだり、昼寝したりできる芝生や緑が豊かな公園があるといい。 

 子どもが大きな声を出しても良いような安全な公園があるとよい。 

イ 体育館やスポーツ施設について 

 区営体育館などの施設をもっと気軽に利用できるようにしてほしい。 

 ボール遊びできる場所、スポーツなど体を動かせる場所を増やしてほしい。 

 体育館などの施設の利用料金を安くしてほしい。 

 ジムの料金を安くしてほしい（区民\300、区外\500 など）。 

 野球場を増やしてほしい。 

 野球場以外のスポーツ施設を増やしてほしい。 

 サッカー場やバスケットコートがほしい。 

 バドミントンのコートがほしい。 

 

■児童館・図書館・コミュニティ施設等に関する意見 

ア 児童館について 

 児童館が古いところが多い。 

 児童館の内容を中高生の過ごせる場所にしてほしい（ビリヤード・ダーツなど）。 

 待機児童を減らす取り組みは良いが、現場負担が大きくなっている。 

 児童福祉関係の給与が少ない。 

イ 図書館について 

 図書館など勉強に取り組める場を増やす。 

 若者向けの本を、図書館に増やしてほしい。 

 図書館でしゃべったり飲食できるカフェスペースがあるとよい。 

ウ その他コミュニティ施設等について 

 勉強や仕事など自由に過ごすことができる無料のワークスペースができたらよい。 

 屋内施設で小中学生が気軽に出入りできて遊べるような施設があると良い。 

 子供が自由に声を出して遊べる場所つくるべき。 

 とりあえずコミュニティ系を充実した施設を作るべきですかね。 

 

■地域コミュニティや地域との交流の機会、国際交流に関する意見 

 コロナもあり、人との関わりが少なく、対人関係が不安なことから、地域の祭りや、高齢者

と若者が交流できる場所が増えて欲しい。 

 職業体験ができる機会を早いうちからたくさん増やしてほしい。 

 防災・防犯面を考えると地域住民との交流をした方が良いと思うが、活動の内容や参加者の

年代、参加者の感想等がわかるとイメージしやすい。 

 外国人が参加しやすい多世代のコミュニケーション活動を増やすとよい。 

 

■交通に関する意見 

 交通の便があまり良くないのでコミュニティバスの増便や駐輪場の整備をさらに整えてほ

しい。 

 自転車や LUUP の使い方等について、改めて指導をすべきである。 

 LUUP やカーシェアがもっと増えるとよい。 
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■防犯・喫煙マナー等に関する意見 

 遅い時間に小学生だけで遊んでいる場面を見かけ、犯罪に巻き込まれないか日頃から心配して

いる。防災無線で呼びかけてほしい。 

 夜遅くに公園でたむろする若者がうるさいので対策してほしい。 

 歩きタバコ、路上喫煙をより厳しく取り締まってほしい。 

 

■いじめや虐待、貧困対策に関する意見 

 いじめや虐待などで苦しむ子たちが気軽に助けを求められるような制度を作ってほしい。 

 虐待されている子供、DV被害者、精神障害者やひきこもりなどの社会的弱者が明るい未来を

描けるまちをつくってほしい。 

 若者または子どもを持つ家庭の貧困対策（教育費の無償化、減税、給付金など）が必要であ

る。 

 

■区の施策等に関する情報発信・情報共有に関する意見 

 子育て世代が多く、公園なども充実している魅力や独自の取組をもっと積極的に発信したほ

うがよい。 

 実際に取り組んでいることについて、もっとアピールしていくと良い。 

 墨田区に住んでいる人々の意見や思いをストレートに反映してくれたら嬉しい。 

 今やっている施策について、ＷＥＢで見られるようにＱＲコードを郵送するなどはどうか。

今回のアンケートで考えるきっかけになった。 

 チラシとか張り紙はあまり見ないので、SNS での広告等あれば目にしやすい。 

 回覧板や郵便物にて、定期的なレポートを配布して、重要な活動について教えてほしい。 

 若者（30歳未満）が暮らし続けると、自分が豊かになっていくことを示す情報の発信がある

とよい。 

 区内で行われるイベントを定点カメラで LIVE 配信とか、区内での情報がリアルタイムで分

かる媒体が欲しいです。 

 

■若者の意見把握・反映、まちづくり参加に関する意見 

 今回のようなプッシュ型の調査があると意見を投じやすい。 

 若者の意見の反映が、どのように反映されているのかが気になる。 

 伝えたいことがあっても、どこからどのように意見を送れば良いかわからないので、窓口を

分かりやすくしてほしい。 

 どのように意見を伝えれば、実際に動くところにつながるのかが知りたい。 

 墨田区をもっと良くしたい若者を募って意見交換したり、区議会議員と話せる機会があった

らいいと思う。 

 

■区政・まちづくりに関する意見 

 好きな街だからこそ区民の声をしっかりと聞き、暮らしやすい環境をつくってほしい。 

 労働者の生活を豊かにすることが、最終的に困窮する家庭環境を減らすことにつながる。イ

ベントのような局所的な施策ではなく、広範囲に有効な施策を実施してほしい。 

 ぜひ失敗してもいいから勇気を持って大きな決断をしていただきたい。コミュニティの強い

まちなのだから。 

 すべての人が暮らしやすく、文化的に、まちづくりに参加したいと思える環境づくりや、柔

軟な視点を持って対応ができる行政を期待する。 

 高齢者向けに使っている一人当たり財源の量を、それの最若年層向けと比較して公開してみ

てほしい。 

 どんな境遇や属性を持っていても、暮らし続けたいと思える街になってほしい。若い世代の

声が届く実感を得られる施策を行ってほしい。 

 高齢化が進む中で子育て家庭が入ってくることはとても良いが、子育て支援がまだ充実して

いないように感じる。例えば、給食費を無償化したりすることでただでさえ収入が少ない若
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者たちが子どもを産みやすく育てやすい区にすることでより区内も若者と元々多い高齢者と

の交流が自然にでき、活性化されると考える。 

 すみだトリフォニーがあるので、音楽が盛んな街になってほしい。ストリートピアノや音楽

スタジオが増えるといいです。 

 性的少数者、障がい者、海外にルーツを持つ若者等社会のマイノリティに寄り添う環境づく

りが大事である。 

 

■アンケート調査に関する意見 

 Web アンケートの方が若い世代は答えやすい 
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Ⅲ 調査票 
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墨田区こども計画の策定にあたって 
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第Ⅰ部 墨田区こども計画の策定にあたって 

 

１ 墨田区こども計画策定の背景と趣旨 

 

これまで国は、急速に進展する少子化対策に対応し、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的

に推進することを目的として、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を、また、こども及

びこどもを養育している人に必要な支援を行い、もって一人ひとりのこどもが健やかに成長す

ることができる社会の実現を目的として、平成 24 年に「子ども・子育て支援法」を制定し、総

合的な少子化対策や、こどもが健やかに成長することができる社会の実現を進めてきました。 

さらに、国は、こども・若者育成支援施策の総合的推進を図るため、平成 22 年 4月に「子ど

も・若者育成支援推進法」を施行し、「子供・若者育成支援推進大綱」を策定するなど、新たな

こども・若者育成支援の方向性が示してきました。 

令和 5 年 4 月、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本

法としてこども基本法が施行され、それに伴い、これまで別々に作成・推進されてきた、少子

化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律（当

時。現行名称は「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」）に基づく 3つのこど

もに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的に定め

る「こども大綱」が令和 5年 12 月に策定されました。 

こうした中、墨田区においては、「墨田区子ども・子育て支援総合計画（令和 2年から令和 6

年度まで）」を定め、「子どもの最善の利益を優先するまち すみだ」を基本理念として横断的

な取組を推進し、子育て支援環境の充実に取り組んできました。さらに、国や都の動向に加え、

ＤＸやＳＤＧｓの推進等社会情勢の変化や、こどもの居場所づくり、こどもの貧困、ヤングケ

アラー等深刻化する喫緊の課題に対し、庁内一丸となって対応していくことが求められている

ことを受け止め、こども・子育て支援、子育て環境の整備、母子保健、児童福祉、教育等に関わ

る施策のうち、新たに取り組む施策、特に強化・加速化する施策を取りまとめ、切れ目ない子

育て支援を推進するとともに、区民に分かりやすく伝えていくことを目的とした「すみだ子ど

も・子育て応援プログラム」を令和 5年 10 月に策定し、新たに「こどもまんなかすみだ」を掲

げ、更なる支援に取り組んできました。 

また、平成 31 年 3 月には「墨田区子ども・若者計画」を策定し、「全ての子ども・若者が、

青年期に社会的自立を果たすことができる」を基本理念とし、全てのこども・若者が健やかに

成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形成に向けたこども・若者育成支援施策を

推進してきたところです。 

こうした状況を踏まえ、常にこどもをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭の意見・視点を

意識しながら、笑顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまち「こどもまんなかすみだ」

の実現を図るため、「墨田区こども計画」を策定します。 
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２ 計画の位置付け 

 

本計画は、国のこども大綱及び都の子供・子育て支援総合計画等を勘案し、墨田区こども条

例の理念を推進するため、こども基本法に基づく区市町村こども計画として策定するものです。 

また、墨田区基本構想、墨田区基本計画及び墨田区教育施策大綱や、関連計画である墨田区

地域福祉計画及びすみだ健康づくり総合計画等との整合を図りながら、こども・子育て支援施

策及び若者施策を総合的かつ一体的に推進するものです。 

なお、本計画は、こども基本法に基づき、次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支

援法に基づく「墨田区子ども・子育て支援総合計画」、並びに子ども・若者育成支援推進法に基

づく「墨田区若者計画」を一体化した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画の上位計画である「墨田区基本計画」において、政策や施策とＳＤＧｓ

（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の 17の目標との関係性を明確にし、

ＳＤＧｓの目標を踏まえて区勢運営を推進していくとしていることから、本計画においてもこ

の方針に沿って、ＳＤＧｓの「誰一人取り残さない」という考え方のもと、策定しています。 

 

関連するＳＤＧｓの目標 

 

 

  

墨田区基本構想

墨田区基本計画 墨田区教育施策大綱

個別計画

墨
田
区
地
域
福
祉
計
画

す
み
だ
健
康
づ
く
り
総
合
計
画

墨
田
区
自
殺
対
策
計
画

そ
の
他
各
種
計
画

墨
田
区
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

墨
田
区
若
者
計
画

（関連計画）

連携・
整合性

【国】

⚫ こども基本法・こども大綱

⚫ 子ども・子育て支援法

⚫ 次世代育成支援対策推進法

⚫ 子ども・若者育成支援推進法

⚫ こどもの貧困の解消に向けた対策
の推進に関する法律

【東京都】

⚫ こども未来アクション

⚫ 東京都子供・子育て支援総合計画

⚫ 東京都子供・若者計画

墨田区こども計画

勘案

勘案

推進

墨田区こども条例（仮称）墨田区こども条例 
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３ 計画期間 

本計画の期間は、令和 7(2025)年度から令和 11(2029)年度の 5年間とします。 

 

 

４ 「こども」と「若者」の定義 

本計画において、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」とし、法令等に根拠のある場

合等を除き、ひらがなで表記します。 

また、「若者」とは、「おとなとして円滑な社会生活を送ることができるようになるまでの成

長の過程にある者」とします。 

 

 

５ 基本理念 

本計画の基本理念を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本理念≫ 

➊ 全てのこどもは、個人として尊重され、基本的人権が保障され、かつ、差別を

受けないこと。 

➋ 全てのこどもについて、適切に育てられること、生活を保障されること、愛さ

れて保護されること。 

❸ 全てのこどもについて、教育を受ける機会が公平に与えられること。 

❹ 全てのこどもについて、意見を言う機会や、社会的活動に参画する機会が確保

されること。 

❺ 全てのこどもについて、発達の程度などに応じて意見が尊重され、その最善の

利益が考慮されること。 

❻ 子育てに夢を持ち、子育ての喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

❼ 地域社会の全体でこどもの育ちを支えること。 

❽ こどもの声を聴き、こどもとの対話を大切にすること。 
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６ めざすべき姿 

 

 

 

 

こどもまんなかすみだとは、常にこどもをまんなかに捉え、こどもや子育て家庭等の意見・

視点を意識しながら、笑顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまちの実現をめざすもの

です。 

こどもやこどもの育ちを地域社会で支え、こどもの権利やこどもとの対話を大切にすること

で、人がつながる、こどももおとなも笑顔にあふれる墨田区をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども

子育て家庭

地域社会

笑顔あふれる、こどもの最善の利益を優先するまち

こどもまんなかすみだの実現 
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７ 計画の構成 

 

本計画の構成として、第Ⅰ部「墨田区こども計画の策定にあたって」において、計画の策定

趣旨や基本理念、めざすべき姿など、本計画全体に関わる事項を示します。 

そして、めざすべき姿を具現化するための 2 つの計画を、第Ⅱ部で墨田区子ども・子育て支

援総合計画、第Ⅲ部で墨田区若者計画として示します。 

第Ⅳ部では、「墨田区子ども・子育て支援総合計画」及び「墨田区若者計画」に関わる計画事

業をライフステージごとに一覧として示します。 

 

■計画の全体構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

墨田区こども計画の策定にあたって

○墨田区こども計画策定の背景と趣旨
○計画の位置付け、計画期間
○「こども」と「若者」の定義
○基本理念、めざすべき姿
○計画の構成
○計画の推進

【基本理念】
＋

【めざすべき姿】
こどもまんなかすみだの実現

墨田区子ども・子育て支援総合計画 墨田区若者計画

○基本目標
○基本方針・方向性
○子ども・子育て支援事業計画

○基本目標
○基本方針・方向性

こども・子育て、若者を支える計画事業

「墨田区子ども・子育て支援総合計画」及び「墨田区若者計画」に関わる計画事業一覧を整理
（ライフステージごとに明記）

【基本目標】
全てのこどもが希望にあふれ

健やかに育っている

【基本目標】
全ての若者が社会的自立を
果たすことができている

第Ⅰ部

第Ⅱ部 第Ⅲ部

第Ⅳ部
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８ 計画の推進 

 

（１）推進体制及び計画の進行管理 

本計画は、墨田区こどもまんなかすみだ推進本部において計画全体の進行管理を行っていく

とともに、「墨田区子ども・子育て支援総合計画」と「墨田区若者計画」については、区民や地

域団体等の幅広い関係者で構成される組織で事業等の進捗状況を確認していきます。 

また、こども・子育て家庭、若者の意見聴取とその反映に努め、社会情勢に応じた施策の推

進を図っていきます。 

 

 

（２）関係機関・団体との連携推進 

計画の推進にあたっては、めざすべき姿である「こどもまんなかすみだの実現」に向けて、

墨田区役所全庁を挙げてこども・子育て、若者の支援施策に取り組むとともに、区内の多様な

関係機関・団体との連携や協働を推進することで、一層の施策の充実を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨田区
子ども・子育て会議

墨田区
青少年問題協議会

墨田区子ども・子育て
支援総合計画

墨田区若者計画

連携

墨田区こどもまんなかすみだ推進本部

毎年度の進捗状況・評価の公表

こども・子育て家庭、若者に関わる各種団体

こどもの意見聴取

連携

こども・子育て家庭、若者に関わる関係機関・団体 
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（３）評価指標 

計画の着実な推進を図ることを目的に、進捗状況を客観的に評価するための指標を設定し、

計画期間経過後（令和 11年度末）の目標値を定めます。評価指標は、計画全体と第Ⅱ部の「墨

田区子ども・子育て支援総合計画」及び第Ⅲ部の「墨田区若者計画」のそれぞれで設けるもの

とし、次のとおりとします。 

 

【こども計画全体の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

「『こどもの権利』がしっかりと守られている」と感じる割合 46.5% 75.0% 

『自分のことが好きだ』と感じる割合 67.6% 80.0% 

「墨田区のまちづくりや区役所の仕事について自分の意見や考えを言

うことができる」と感じる割合 
17.7% 50.0% 

 

 

【第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

子育ては「楽しいと感じることの方が多い」と思う割合 40.9% 70.0% 

区の子育て支援事業の認知度 - - 

 

こんにちは赤ちゃん事業（乳児全戸訪問事業） 28.5% 35.0% 

育児相談、子育て相談、子育て講座 50.7% 75.0% 

すみだ安全・安心メール 54.2% 75.0% 

子育て支援総合センター 50.8% 80.0% 

「親同士のつながりと子育て力が育成されてきている」と感じる割合 37.2% 45.0% 

「幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している」

と感じる割合 
63.8% 75.0% 

学童クラブ待機児童数 84 人 0 人 

「子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している」と感じる割合 66.0% 80.0% 

「保護が必要な子どもとその家庭への支援が整っている」と感じる割合 44.9% 50.0% 

「子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮している子どもとその家

庭への支援が整っている」と感じる割合 
46.1% 60.0% 

「子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある」と感じる割合 45.5% 50.0% 

「子どもの安全・安心を守るための環境が整備されている」と感じる割合 51.7% 60.0% 

「ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくりが推進されてい

る」と感じる割合 
33.0% 50.0% 
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【第Ⅲ部 墨田区若者計画の指標】 

評価指標 現状値 目標値 

「いろいろなことに積極的に挑戦することができる」と感じる割合 65.0% 70.0% 

朝食を毎日とる割合 43.8% 50.0% 

週に 1回以上運動・スポーツをしている割合（20代） 68.0% 75.0% 

自分の精神状態は健康であると思う割合 79.0% 85.0% 

地域活動に参加していない又は参加したくないと思う割合 40.3% 35.0% 

働いている割合（正規・非正規の被用者＋自営業・自由業） 81.0% 85.0% 

無職の割合 5.8% 4.0% 

収入、経済面に対する不安感の割合 44.1% 40.0% 

これまでの人生のなかで、自殺したい、またはそれに近いことを考えた

ことがある割合 
37.8% 30.0% 

悩み事を誰にも相談したいと思わない割合 73.7% 65.0% 

自分が知りたい区政情報を入手できている割合（20 代） 25.5% 30.0% 

地域住民やボランティア団体によるパトロールなどの地域の防犯活動

に参加したいと思う割合（20代） 
18.8% 25.0% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 
 

墨田区子ども・子育て支援総合計画 
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第Ⅱ部 墨田区子ども・子育て支援総合計画 

 

第１章 墨田区子ども・子育て支援総合計画について 

１ 墨田区子ども・子育て支援総合計画策定の趣旨 

 

これまで国は、急速に進展する少子化に対応し、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推

進することを目的として、平成 15 年に「次世代育成支援対策推進法」を、また、こども及びこ

どもを養育している人に必要な支援を行い、もって一人ひとりのこどもが健やかに成長するこ

とができる社会の実現を目的として、平成 24年に「子ども・子育て支援法」を制定し、総合的

な少子化対策や、こどもが健やかに成長することができる社会の実現を進めてきました。また、

平成 27 年 3 月までの時限立法であった次世代育成支援対策推進法は、2回の法改正により、法

律の有効期限が令和 17年 3 月まで延長されています。 

一方、令和 5 年 4 月、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的

な基本法としてこども基本法が施行され、それに伴い、これまで別々に作成・推進されてきた、

少子化社会対策基本法、子ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法

律（当時。現行名称は「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」）に基づく 3つ

のこどもに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な方針や重要事項等を一元的

に定める「こども大綱」が令和 5年 12月に策定されました。 

こうした中、墨田区においては、「すみだ子育て・子育ち応援宣言－墨田区次世代育成支援行

動計画 墨田区子ども・子育て支援事業計画－（平成 27 年度から令和元年度まで）」、これを継

承した「墨田区子ども・子育て支援総合計画（令和 2年から令和 6年度まで）」を策定し、墨田

区のこども・子育て支援の取組について定めてきました。 

しかし、こどもを取り巻く課題が複雑・多様化するとともに、アフターコロナにおける新た

な問題が表出する中で、児童虐待、ヤングケアラー、こどもの居場所不足、こどもの貧困問題

など、こどもや子育て家庭に関する諸問題が深刻化しています。さらに、配慮が必要なこども

や子育て家庭への支援や、子育て支援のサービスや利便性の向上など、取り組むべきことは多

岐にわたります。 

こうした状況を踏まえ、全てのこどもが、希望にあふれ健やかに成長できるよう、より一層

のこどもや子育て家庭の支援施策の推進を図るため、「墨田区子ども・子育て支援総合計画」を

改定します。 
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２ 計画策定の体制 

 

■策定体制 

本計画の策定においては、学識経験者や区内のこども・子育てに関わる関係団体により構成

する「墨田区子ども・子育て会議」にて審議しました。 

墨田区子ども・子育て会議では、議題に応じて、構成者を「乳幼児部会」「学齢部会」に分け

て具体的な検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育て支援ニーズ調査 

本計画の策定にあたり、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の需要量を見込むため

の基礎資料とするため、令和 5 年 9 月に「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査」を実施しま

した（詳細は第 2章 7を参照）。 

 

 

 

  

区長

墨田区子ども・子育て会議

答申

⚫ 「墨田区子ども・子育て支援総合計画」
に関する審議

⚫ 諮問に対する答申

※議題に応じて2つの分科会を設け具体的に検討

乳幼児部会 学齢部会
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第２章 墨田区におけるこども・子育てを取り巻く現状 

１ 児童数の推移 

 

（１）未就学児童 

平成 25 年以降の未就学児童の推移をみると、平成 31 年に 12,855 人でピークを迎え、その後

減少傾向に転じ、令和 6年には 11,083 人になっています。 

0 歳、1〜2歳人口は、平成 30年のピークから令和 6年までに 20％弱減少しています。 

 

【未就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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（２）就学児童 

平成 25 年以降の就学児童の推移をみると、全体で微増傾向が続いています。 

6～8 歳の低学年は、平成 30 年を除いて増加傾向にあります。9～11 歳の高学年は平成 27 年

まで減少傾向にありましたが、平成 28年以降は令和 2年度を除いて増加傾向にあります。 

 

【就学児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

 

  

5,021 5,141 5,258 5,302 5,364 5,351 5,393 5,440 5,493 5,574 5,631 5,637

5,118 5,007 4,973 5,032 5,092 5,217 5,232 5,310 5,270 5,284 5,331 5,426

10,139 10,148 10,231 10,334 10,456 10,568 10,625 10,750 10,763 10,858 10,962 11,063
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２ 出生数と合計特殊出生率 

 

（１）出生数 

平成 24 年以降、概ね増加傾向が続き、平成 29 年は近年で最も多い 2,502 人となりました。

その後減少傾向に転じ、令和 4年には 2,113 人となっています。 

 

【出生数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合計特殊出生率 

合計特殊出生率は、全国と比べると低い数値となっています。東京都と比べると、令和元年

までは概ね高い水準にありましたが、令和 2〜3 年には同程度、令和 4 年には 1.00 と東京都を

下回りました。 

 

【合計特殊出生率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局「人口動態統計」 
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３ 就業率 

 

就業率を墨田区、東京都、全国で比較すると、男性はおおむね全国を下回っていますが、ほ

ぼ東京都と同じような数値となっています。女性は、全体として緩やかなＭ字型の状況にあり、

おおむね東京都と全国の中間の数値となっていますが、60歳以降では全国と同程度もしくは上

回っています。 

 

【男性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性の就業率（令和 2年）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年国勢調査 
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４ 教育・保育施設の現状 

 

（１）幼稚園（幼稚園型認定こども園含む）の定員・利用者数・施設数の推移 

幼稚園は、令和 5年度以降の施設数は 14 園で推移し、ここ数年の定員数は横ばいとなってい

ますが、利用者数は減少傾向にあります。 

 

【幼稚園の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 5 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

（２）認可保育施設(幼保連携型認定こども園含む)の定員・利用者数・施設数の推移 

認可保育施設の定員、利用者数、施設数は、増加傾向にありましたが、ここ数年は横ばいと

なっています。 

【認可保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 
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（３）認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移 

認証保育所の施設数は認可保育所への移行等に伴い減少し、ここ数年は横ばいとなっていま

す。施設数の減少に伴い定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【認証保育所の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

（４）その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移 

平成 30 年度から施設数、定員数、利用者数ともに減少傾向にあります。 

 

【その他の保育施設の定員・利用者数・施設数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

406 397

290
260

207 208
185 179 165 157

136 139

446 451

330

280

225 225 217 207 208 195 191 176

14 14

10

9

7 7 7 7 7 7 7

6

5

10

15

0

100

200

300

400

500

利用者数（人） 定員数（人） 施設数（園）

（人） （園）

103

191

249

286

362
381

325

235

189

153
129 137

113

195

251

297

365
388

368

259
237

181 175
162

29

35 35

37

37 37

33

26
25

20
21

18

15

20

25

30

35

40

0

100

200

300

400

利用者数（人） 定員数（人） 施設数（園）

（人） （園）
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５ 保育施設の待機児童数 

 

（１）認可保育施設の申込み者数の推移 

認可保育施設の申込み者数は、令和 3 年度の 7,333 人をピークに、微減傾向となり、令和 6

年度は 7,117 人となっています。 

 

【認可保育所の申込み者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

（２）待機児童数の推移 

待機児童は平成27年度以降増加傾向にありましたが、平成31年度には大きく減少しました。

令和 2年度以降も減少傾向にあり、区内の待機児童は解消に近づいています。 

 

【待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

452 458 534 648 681 713 710 659 616 585 574 547

1,727 1,862 2,025 2,230 2,440 2,595 2,758 2,849 2,850 2,684 2,577 2,704

2,597 2,633
2,768

2,944
3,075

3,259
3,488 3,731 3,867 3,905 3,930 3,8664,776 4,953

5,327
5,822

6,196
6,567

6,956
7,239 7,333 7,174 7,081 7,117

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

0歳 1～2歳 3～5歳

（人）

42 47

13
38

21
39

19 13
0 0 0 0

115 101

58

74
127

150

64 84

29
6 2 8

24

9

5

22

0

0

0
0

0

1 0
0

181

157

76

134
148

189

83
97

29

7 2
8

0

50

100

150

200

0歳 1～2歳 3～5歳

（人）
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（３）地域別の待機児童数の推移 

待機児童を南北別でみると、北部の待機児童は解消し、南部の待機児童も解消に近づいてい

ます。 

 

【地域別の待機児童数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

 

  

54
71

39
66 66 57

9 15
0 1 1 0

127 86

37

68
82

132

74
82

29
6 1 8

181

157

76

134
148

189

83
97

29

7 2
8

0

50

100

150

200

北部 南部

（人）
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６ 学童クラブの状況 

 

（１）学童クラブの在籍数の推移 

学童クラブの在籍数は、増加傾向にあり、令和 6 年度には 3,078 人となっています。それに

伴って全児童数に占める学童クラブ登録率も増加傾向が続いていて、令和 6年度には 24.8％と

なっています。 

【学童クラブの在籍数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

（２）学童クラブの待機児童数と箇所数の推移 

学童クラブの箇所数は徐々に増加し、令和 6 年度には 73 か所となっています。令和 5年度に

施設数が大幅に増加したことにより、待機児童は減少しましたが、解消には至っておらず令和

6 年度には 84人となっています。 

【学童クラブの待機児童数と箇所数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（各年 4 月 1 日現在） 

資料：墨田区 

1,489 1,557 1,622 1,715 1,777 1,866 2,008 2,067 2,113 2,259
2,633 2,71923 24 23 26 21 19

15 9 11
13

2
22

172 192 207
219 233 229

236 247 255
314

309 337

1684 1773 1852
1960 2031 2114 2259 2323 2379

2586

2963 3078

14.9 15.6 16.1 
16.8 17.2 17.8 

19.0 19.3 19.7 
20.9 

24.2 24.8 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

公立（低学年） 公立（高学年） 私立 登録数

（人） （％）

130 129 115
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145

246 251
281

47
84

37 38 40 41 43 45
50 50

54
59

72 73

0

15

30

45

60

75

90

0

50

100

150

200

250

300

待機児童数 箇所数

（人） （箇所）



Ⅱ-12 

７ 子育て家庭の状況 

 

（１）家族類型 

乳幼児の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 75.7%で前回調査の 61.4%から 14.3 ポイント

増加し、「非共働き世帯」が 17.4%と前回調査の 30.6%から 13.2 ポイント減少となり、乳幼児の

家庭類型における共働き世帯の増加がさらに顕著になっています。 

小学生の各世帯の家庭類型は、「共働き世帯」が 69.8%で前回調査の 60.9%から微増し、「非共

働き世帯」が 17.7%と前回調査の 20.9%からやや減少しています。 

 

【各世帯の家族類型】 

 

≪乳幼児調査≫              ≪小学生調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

 

 

  

ひとり親家庭

3.9%

共働き世帯

75.7%

非共働き

世帯

17.4%

無回答 3.0%

n=1,367

ひとり親家庭

8.5%

共働き世帯

69.8%

非共働き

世帯

17.7%

無回答 4.0%

n=963
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（２）母親の就労状況 

乳幼児の母親の現在の就労状況は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 39.2%

と最も多く、前回調査の 34.3%から 4.9 ポイント増加しました。次いで「フルタイム(産休・育

休・介護休業中)」が 25.4%、「以前は働いていたが、現在は働いていない」が 17.5%などとなっ

ています。 

小学生の母親は、「フルタイム(産休・育休・介護休業中ではない)」が 43.9%と最も多く、次

いで「パート・アルバイト等(産休・育休・介護休業中ではない)」が 35.0%、「以前は働いてい

たが、現在は働いていない」が 17.2%などとなっています。 

乳幼児の母親も小学生の母親も、フルタイムで働いている母親の割合はそれぞれ前回調査か

ら増加しており、総じて働いている母親の割合が増加している状況です。 

 

【母親の就労状況】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

フルタイム（産休・

育休・介護休業中

ではない）

39.2%

フルタイム

（産休・育休・

介護休業中）

25.4%パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休

業中ではない）

15.4%

パート・アルバイト

等（産休・育休・

介護休業中）

1.8%

以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない

17.5%

これまで

働いたことはない

0.4%
無回答

0.3%

n=1,367

フルタイム（産休・

育休・介護休業中

ではない）

43.9%

フルタイム

（産休・育休・

介護休業中）

1.1%

パート・アルバイト等

（産休・育休・介護休

業中ではない）

35.0%

パート・アル

バイト等（産

休・育休・介

護休業中）

0.4%

以前は働い

ていたが、

現在は働い

ていない

17.2%

これまで働いた

ことはない

2.2%

無回答

0.2%

n=963
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（３）保護者の子育てに対する意識 

乳幼児の保護者は、子育てについて「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」と

の回答が 49.7%で最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 40.9%、「心配するこ

との方が多い」が 7.8%などとなっています。 

小学生の保護者は、「楽しいと感じることと心配することが同じくらい」との回答が 53.5%で

最も多く、次いで「楽しいと感じることの方が多い」が 29.7%、「心配することの方が多い」が

14.4%などとなっています。 

乳幼児の保護者、小学生の保護者ともに前回と同様の傾向が見られます。 

 

【保護者の子育てに対する意識】 

 

≪乳幼児の保護者調査≫         ≪小学生の保護者調査≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

楽しいと感じる

ことが多い

40.9%楽しいと

感じることと心

配することが

同じくらい

49.7%

心配する

ことの方が

多い

7.8%

分からない

1.1%

無回答

0.4%

n=1,367

楽しいと感じる

ことが多い

29.7%

楽しいと

感じることと

心配すること

が同じくらい

53.5%

心配する

ことの方が

多い

14.4%

分からない

2.2%

無回答

0.2%

n=963
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（４）乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の乳幼児期の子育て環境について、そう思う割合(「とてもそう思う」と「まあそう思

う」の合計)が高かったのは、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している(69.0%)、

⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実している(64.3%)、⑤子育て支援サ

ービスが充実している、(62.5%)、③子どもの心とからだの健康づくりが充実している(60.8%)

などとなっています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=1,367）　　

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 認定こども園・保育所・幼稚園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

12.1%

8.9%

9.6%

8.5%

13.5%

15.2%

6.2%

6.4%

4.5%

6.6%

5.0%

6.9%

4.5%

4.8%

6.9%

4.8%

9.9%

7.2%

56.9%

50.3%

51.2%

44.7%

49.0%

49.1%

44.0%

42.8%

41.8%

40.7%

33.1%

37.5%

21.5%

29.0%

44.8%

30.6%

44.1%

41.7%

26.2%

35.2%

33.2%

39.6%

30.1%

26.3%

37.0%

37.5%

40.4%

39.2%

49.2%

41.6%

50.2%

46.6%

36.1%

47.0%

33.7%

38.8%

3.2%

3.9%

4.2%

5.3%

5.5%

7.8%

6.8%

8.1%

7.6%

8.9%

10.4%

11.9%

21.2%

17.3%

10.1%

15.4%

10.4%

10.4%

1.5%

1.8%

1.8%

1.8%

1.9%

1.7%

6.0%

5.3%

5.7%

4.6%

2.3%

2.1%

2.6%

2.2%

2.1%

2.2%

1.9%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 35.0%と最も多く、次いで「幼稚園・保育所・認定こども園等の教

育・保育事業が充実している」が 33.9％、「子育て支援サービスが充実している」32.7％などと

続いています。 

 

【乳幼児の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=1,367）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て支援サービスが充実している

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

親と子の健康づくりが充実している

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

ひとり親家庭等への支援が整っている

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

35.0%

33.9%

32.7%

28.7%

26.4%

19.2%

16.5%

16.1%

15.5%

13.8%

7.9%

7.3%

6.9%

6.9%

5.6%

5.2%

3.2%

2.5%

2.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
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（５）小学生の保護者の子育て環境に対する評価と要望 

墨田区の小学生の子育て環境について、そう思う割合（「とてもそう思う」と「まあそう思う」

の合計）が高かったのは、⑥幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事業が充実してい

る（63.3%）、①子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実している（63.1%）、⑤子育て支援サ

ービスが充実している（55.0%）、②子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境が整備さ

れている（54.8%）、などとなっています。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

 

  

（n=963)

① 子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

② 子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

③ 子どもの心とからだの健康づくりが充実している

④ 親と子の健康づくりが充実している

⑤ 子育て支援サービスが充実している

⑥ 幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

⑦ ひとり親家庭等への支援が整っている

⑧ 障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

⑨ 保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

⑩ 子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

⑪ 親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

⑫
子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

⑬ 企業等の子育て力が育成されてきている

⑭ 個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

⑮ 子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

⑯ ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

⑰ 子育てにやさしいまちづくりが推進されている

⑱
子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

（凡例）

とてもそう思う まあそう思う
あまり

思わない

まったく

思わない
無回答

8.3%

6.4%

6.6%

4.9%

7.3%

12.5%

6.1%

5.3%

3.7%

4.4%

4.3%

6.9%

3.1%

3.1%

5.5%

2.8%

5.4%

4.3%

54.8%

48.4%

46.8%

36.8%

47.7%

50.8%

43.6%

47.1%

39.8%

40.4%

32.0%

39.6%

23.2%

26.9%

46.1%

27.8%

42.3%

38.8%

31.7%

39.5%

39.9%

51.3%

37.7%

29.9%

37.8%

35.7%

44.4%

42.2%

51.1%

41.7%

51.6%

51.9%

39.8%

51.5%

40.3%

43.9%

4.3%

4.9%

5.6%

6.1%

6.5%

5.9%

7.8%

8.0%

7.3%

9.4%

10.4%

10.2%

19.5%

15.4%

7.4%

15.8%

10.9%

11.2%

0.9%

0.8%

1.0%

0.9%

0.8%

0.9%

4.7%

3.8%

4.8%

3.6%

2.3%

1.7%

2.6%

2.7%

1.2%

2.1%

1.1%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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墨田区がめざす子育て環境として重要だと思うことについては、「子どもの豊かな育ちを育む

場・機会が充実している」が 38.7%と最も多く、次いで「子どもの安全・安心を守るための環境

が整備されている」が 29.6%、「子育て支援サービスが充実している」が 29.5%などと続いてい

ます。 

 

【小学生の保護者の子育て環境に対する要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査 調査結果報告書」(令和 6年 3 月) 

  

（n=963）　　

子どもの豊かな育ちを育む場・機会が充実してい

る

子どもの安全・安心を守るための環境が整備され

ている

子育て支援サービスが充実している

子どもの生きるための基礎的な力を育成する環境

が整備されている

子育てにやさしいまちづくりが推進されている

子どもの心とからだの健康づくりが充実している

幼稚園・保育所・認定こども園等の教育・保育事

業が充実している

子育て家庭への経済的な支援と生活が困窮してい

る子どもとその家庭への支援が整っている

ワーク・ライフ・バランスの実現にむけた環境づくり

が推進されている

子育てを協力・支えあえる地域のつながりがある

障害のある子どもの発達と成長の支援が整ってい

る

子育て家庭の視点に立った情報が発信されている

ひとり親家庭等への支援が整っている

個々のニーズに即した子育て支援ネットワークが

構築されている

保護が必要な子どもとその家庭への支援が整って

いる

親と子の健康づくりが充実している

企業等の子育て力が育成されてきている

親同士のつながりと子育て力が育成されてきてい

る

無回答

38.7%

29.6%

29.5%

29.1%

24.0%

21.1%

20.0%

16.4%

13.2%

12.4%

11.3%

9.6%

7.9%

5.7%

5.4%

5.3%

4.2%

3.8%

1.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
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８ こどもの貧困の状況 

 

（１）全国の相対的貧困率 

「相対的貧困率」は、国民一人あたりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値の半分に満

たない人の割合を言います。令和 3年の相対的貧困率は、15.4％で、うち 17 歳以下のこどもの

貧困率は、11.5％となっています。 

また、18 歳未満のこどもがいる現役世帯（世帯主が 18歳以上 65歳未満）の相対的貧困率を

みると、令和 3年は 10.6％となっています。そのうち、大人が 2人以上いる世帯は、8.6％であ

るのに対し、大人 1人の世帯では 44.5％と約半数を占めており、ひとり親世帯の相対的貧困率

が高いことがうかがえます。 

諸外国との比較では、ＯＥＣＤ加盟の 38 か国中、データが公表されている加盟国の中で、相

対的貧困率は 8 番目に高く、ひとり親世帯の相対的貧困率については、5 番目に高くなってい

ます。 

 

【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 
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【相対的貧困率の年次推移（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「2022（令和 4）年国民生活基礎調査」より引用 

 

【貧困率の国際比較】 

単位：% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:こども家庭庁「第 1 回こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」資料より引用 
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（２）東京都の生活困難度  

「生活困難度」は、こどもの生活における生活困難を「低所得（等価世帯所得が 142.9 万円

未満）」、「こどもの体験や所有物の欠如（海水浴、旅行、本、勉強部屋等）」、「家計の逼迫」の 3

つの要素から捉え、2 つ以上に該当する場合に「困窮層」、1 つ該当する場合に「周辺層」と分

類します。小学 5 年生については困窮層 5.1%、周辺層 11.2％、中学 2 年生については困窮層

6.5%、周辺層 15.0％、16～17 歳については困窮層 7.2%、周辺層 14.5％となっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東京都の各年齢層における生活困難層の状況】 

 小学 5年生 中学 2年生 16～17 歳 

生活困難層（困窮層＋周辺層） 16.3％ 21.5％ 21.7％ 

 困窮層（2 つ以上に該当） 5.1％ 6.5％ 7.2％ 

 周辺層（いずれか 1つ該当） 11.2％ 15.0％ 14.5％ 

資料：令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査 

 

 

 

  

低所得

こどもの体
験や所有物
の欠如

家計の

逼迫
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９ こどもの人口の将来推計 

 

 

【こどもの人口の将来推計】 

年齢 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

0 歳 2,101 2,271 2,351 2,429 2,502 

1 歳 1,922 1,958 2,113 2,184 2,253 

2 歳 1,761 1,814 1,845 1,989 2,053 

3 歳 1,632 1,672 1,720 1,748 1,882 

4 歳 1,668 1,583 1,620 1,666 1,691 

5 歳 1,771 1,636 1,553 1,588 1,632 

0～5 歳・小計 10,855 10,934 11,202 11,604 12,013 

6 歳 1,802 1,711 1,579 1,497 1,531 

7 歳 1,826 1,779 1,689 1,558 1,477 

8 歳 1,855 1,816 1,768 1,679 1,549 

9 歳 1,896 1,848 1,808 1,761 1,672 

10 歳 1,802 1,887 1,839 1,800 1,752 

11 歳 1,783 1,801 1,886 1,838 1,798 

6～11 歳・小計 10,964 10,842 10,569 10,133 9,779 

合 計 21,819 21,776 21,771 21,737 21,792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,101 2,271 2,351 2,429 2,502

3,683 3,772 3,958 4,173 4,306

5,071 4,891 4,893 5,002 5,205

5,483 5,306 5,036 4,734 4,557

5,481 5,536 5,533 5,399 5,222

21,819 21,776 21,771 21,737 21,792

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

0歳 1～2歳 3～5歳 6～8歳（低学年） 9～11歳（高学年）

（人）
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第３章 基本目標と基本方針 

１ 基本目標 

 

墨田区子ども・子育て支援総合計画は、墨田区こども計画の基本理念のもと、めざすべき姿

「こどもまんなかすみだの実現」に向けて、こども大綱を踏まえ、基本目標を以下のとおりと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

≪基本目標≫ 

全てのこどもが希望にあふれ 

健やかに育っている 
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２ 基本方針 

 

基本目標「全てのこどもが希望にあふれ健やかに育っている」社会の実現に向けて、6つの基

本方針を掲げ、こども・子育て支援施策を展開していきます。 

 

 

 

 

［方向性］ 

（１）妊娠・出産期における支援の充実 

○出産準備 

○妊娠期から乳幼児期 

（２）こどもと親の健康づくりの促進 

○母子の健診・予防接種 

○医療を安心して受けられる仕組み 

○食育 

○健康づくり 

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

○親子の交流・情報交換の場づくり 

○相談できる場の提供 

○親のリフレッシュや不安解消 

 

 

 

［方向性］ 

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

○保育の質の向上及び保育士等の人材育成・確保 

○乳幼児期における教育・保育の推進 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

○さまざま状況への保育サポート 

○病気や緊急時の保育環境 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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［方向性］ 

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

○児童館・学童クラブの整備 

○こどもの居場所づくり 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

○学び・体験の機会づくり 

○読書活動による豊かな心の育成 

○スポーツによる心身の育成 

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

○多様な学習プログラムによる学校教育の充実 

○情報教育とデジタル化への環境整備 

○環境に対する教育の充実 

○防災に関する教育の充実 

○こころを育む教育の充実 

○学校教育の環境向上 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

○こどもの自立に向けた取組 

 

 

 

［方向性］ 

（１）ひとり親家庭等への支援 

○相談の場・機会づくり 

○経済的負担の軽減 

○自立のための支援施設 

○自立・教育の支援 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

○療育の充実          

○療育等における経済的支援 

○教育的ニーズに応じた環境づくり 

（３）こどもの貧困対策と支援 

○こどもの貧困に対する取組 

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

○いじめ・不登校への取組 ○経済的負担への支援 

○児童虐待防止  ○相談支援 

○医療的ケア   ○多様性への取組 

○外国籍児童への支援 

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 



Ⅱ-26 

 

 

［方向性］ 

（１）地域の子育て力の育成と協働 

○子育てに関するネットワークづくり 

○子ども会や少年団体の育成 

○高齢者との関わりによる育成の機会 

○生涯学習やボランティア活動への支援 

○学校や地域・関係機関による青少年の健全育成 

（２）企業等の子育て力との協働 

○企業等との関わりづくり 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

○防犯・交通安全 

○犯罪対策 

○安全安心に関する情報発信 

 

 

 

［方向性］ 

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

○働き方に対する取組 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

○こどもを連れて出かけやすいまちづくり 

○子育てしやすい住宅環境の整備 

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

○デジタルを活用した情報発信 

○冊子や区報での情報発信 

○多様な手法による情報発信 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針１

妊娠・出産期から子育て
における支援を充実させ
ます

基本方針２
乳幼児期における教育・
保育の質とサービスの向
上を図ります

基本方針３

こどもが自分らしく心豊
かに育つことができる環
境をつくります

全
て
の
こ
ど
も
が
希
望
に
あ
ふ
れ
健
や
か
に
育
っ
て
い
る

基本目標 基本方針 取組の方向性

（１）妊娠・出産期における支援の充実

（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備

（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり

（２）こどもと親の健康づくりの促進

（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上

（２）多様なニーズに対応した保育の充実

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実

（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進

（１）ひとり親家庭等への支援

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援

（３）こどもの貧困対策と支援

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援

基本方針４

配慮が必要な子どもや家
庭への支援を強化します

基本方針５

地域でこどもの育ちを支
える取組を促進します

基本方針６

子育てしやすい環境づく
りを推進します

（１）地域の子育て力の育成と協働

（２）企業等の子育て力との協働

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進

（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進

（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進

配慮が必要なこどもや家

庭への支援を強化します 
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第４章 基本目標の実現に向けた取組 

 

 

 

 

現状と課題 

 

○ 本区における 0 歳から 11 歳までの人口の将来推計は、横ばいの見通しとなっていますが、

全国的に少子化が謳われており、その要因の一つに育児に対する経済的負担が挙げられます。

また、妊娠・出産期においては、精神的な面でも母親やパートナーにかかる負担が大きく、

特に、産後の育児疲れや孤立化なども大きな課題となっています。 

令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、希望するこどもの数より実際

のこどもの数が少ない理由として、育児の経済的負担(79.2％)、将来の教育費の負担(70.8％)

などが多く挙げられています。また、子育てにおける孤立感は約半数が感じている状況とな

っています。 

そのため、妊娠・出産期、さらには産後におけるさまざまな不安や悩みに対して適切に対

応していくことが求められます。 

 

○ 母子保健はこどもの健やかな成長の基盤であり、食育や適切な生活習慣、健康づくりは特

に重要な取組となります。本区の乳幼児健診の受診率は高い水準で推移していることから、

引き続き母子や乳幼児の健診を推進し、こどもと親の健康づくりを支えていくことが求めら

れます。 

 

○ 子育てにおいて、精神的な面で母親やパートナーにかかる負担は大きく、とくに出産直後

から数か月の授乳や育児による睡眠不足、体調不良や疲労が大きな精神的負担の要因となり、

その後は家事と育児の両立に追われるケースも少なくありません。精神的・体力的不安によ

り、外出の機会や交流の機会が少なくなり、孤立・孤独を感じる方も多くいます。 

令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、子育てにおける孤立感は約半

数が感じている状況となっています。特に、在宅子育ての不安感や孤立感を和らげるために

必要なこととして、こどもを預けられる場(48.6％)や家事・育児のサポート(39.1％)などの

ニーズが高くなっています。 

また、多子世帯や孤立世帯などの子育てにおける困難を解消していくことが課題となって

います。 

そのため、さまざまな状況に応じた不安や悩みを解消できるよう、適切な情報提供や相談、

サポート支援とともに、孤立化させないための交流や相談場所の設置など、ニーズに対応し

た適切で切れ目ない子育て支援のサービスの充実が求められています。 

  

妊娠・出産期から子育てにおける支援を充実させます 基本方針 1 
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（１）妊娠・出産期における支援の充実 

・出産を控えた妊婦とそのパートナーに向けた、妊娠・出産・育児に関する情報提供や実習、

参加者同士の交流の場を図ります。 

・産後の身体的回復と精神的負担の軽減を促進し、安心して子育てができるよう支援します。 

・全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、継続的な相談支援と経済的な不安解消

を図ります。 

 

【計画事業】 

≪出産準備≫ 

◇出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ事業）［事業番号 1］ 

◇親子健康手帳（母子健康手帳）の交付［事業番号 2］ 

◇入院助産事業［事業番号 3］ 

◇出産準備クラス・パパのための出産準備クラス［事業番号 4］ 

◇妊産婦訪問指導事業［事業番号 8］ 

≪妊娠期から乳幼児期≫ 

◇国民健康保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 5］ 

◇乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）［事業番号 7］ 

◇家事・育児サポーター事業［事業番号 9］ 

◇（仮称）妊婦のための支援給付交付金事業［事業番号 10］ 

◇周産期保健医療ネットワークシステムの運営［事業番号 11］ 

◇出産・子育て応援事業（バースデーサポート）［事業番号 77］ 

◇産後ケア事業［事業番号 78］ 
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（２）こどもと親の健康づくりの促進 

・出産後のこどもの発育・栄養・生活環境等の育児指導の機会を設け、育児不安の解消、虐

待の未然防止・早期発見を図ります。 

・妊産婦やパートナー、新生児・幼児への適切な時期ごとの健康検診や歯科検診、予防接種

などを行い、アレルギーや疾病の早期発見や予防といった健やかな育成に係る支援を行い

ます。 

・こどもの食育や健康・体力向上への取組の推進とともに、こどもの年齢に合わせて、喫煙

や飲酒、薬物、性教育などについての学習機会や正しい理解の普及啓発を図ります。 

 

【計画事業】 

≪母子の健診・予防接種≫ 

◇母子健康診査［事業番号 13］ 

◇母子歯科健康診査［事業番号 14］ 

◇歯科衛生相談運営［事業番号 83］ 

◇乳幼児健康診査（3～4 か月児、6～7 か月児、9～10 か月児、1 歳半児、3 歳児）、

乳幼児経過観察健診、アレルギー健診［事業番号 84］ 

◇アレルギー健診事業［事業番号 85］ 

◇こどもの予防接種［事業番号 118］ 

≪医療を安心して受けられる仕組み≫ 

◇小児医療体制の充実・確保［事業番号 23］ 

◇こども医療費助成［事業番号 119］ 

≪食育≫ 

◇食育の推進［事業番号 38］ 

◇食育推進事業［事業番号 39］ 

◇栄養価の高い学校給食の提供［事業番号 194］ 

◇栄養指導［事業番号 40］ 

≪健康づくり≫ 

◇健康づくりのための普及啓発［事業番号 41］ 

◇区立スポーツ施設整備運営事業［事業番号 42］ 

◇スポーツ推進委員の活動［事業番号 145］ 

◇ぜんそく児のための環境保健事業(機能訓練事業）［事業番号 166］ 

◇健康と体力向上の推進［事業番号 193］ 

◇喫煙、飲酒、薬物乱用等への対策［事業番号 229］ 

◇エイズ及び性感染症等に関する性教育［事業番号 230］ 

◇健康診査［事業番号 267］ 
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（３）一人ひとりに応じた子育て支援サービスの充実と利便性向上 

・子育て中の親子同士での交流・情報交換の機会の提供や子育てに関する講座の開催などを

実施し、孤立の防止、育児不安の解消を図ります。 

・地域のなかで安心して育児ができる環境を整えます。また、子育てに関わる地域の団体を

対象に講習会を実施するなど、地域における教育力・相談力の向上に取り組みます。 

・育児疲れや疾病、事故等により一時的にこどもの養育が困難になった場合にサポートがで

きる支援の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪親子の交流・情報交換の場づくり≫ 

◇両国・文花子育てひろばの運営［事業番号 16］ 

◇児童館における地域子育て支援拠点事業［事業番号 17］ 

◇民間事業者による地域子育て支援拠点事業［事業番号 18］ 

◇利用者支援事業［事業番号 24］ 

◇家庭と地域の教育力充実事業［事業番号 43］ 

◇育児学級・育児講演会［事業番号 79］ 

◇保育園における地域子育て支援［事業番号 86］ 

◇幼稚園の園庭開放［事業番号 87］ 

◇社会福祉会館における乳幼児事業［事業番号 88］ 

≪相談できる場の提供≫ 

◇保育コンシェルジュ［事業番号］15 

◇子育て安心ステーション事業［事業番号 89］ 

◇乳幼児子育て相談［事業番号 90］ 

◇いっしょに保育［事業番号 91］ 

◇育児相談［事業番号 92］ 

≪親のリフレッシュや不安解消≫ 

◇一時預かり事業［事業番号 93］ 

◇子育てママ対象講座［事業番号 94］ 

◇ショートステイ［事業番号 116］ 

◇児童療育家庭ホームヘルプサービス［事業番号 117］ 
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現状と課題 

 

○ 本区の認可保育施設は、施設数の増加に伴い利用定員の充足が図られたことにより、近年

の利用者数は高い水準で横ばいの状況であり、保育所の待機児童数も平成 31年度に概ね解消

されてきています。一方、幼稚園では、定員数が確保されているものの、利用者数は減少傾

向にあります。 

 

○ 令和 5 年度墨田区子ども・子育て会議において、乳幼児に対する教育・保育の重要性が謳

われており、特に教育・保育の質の向上が重要な課題として答申に示されています。その背

景としては保育士不足等の問題があることから、子育て施設における適切な人員の確保や配

置、加えて、職員への積極的な研修等の機会を通じた資質向上が求められています。 

 

○ 令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、就労していない乳幼児の母親の

73.8％は就労の意思があり、保育環境の整備においては、多様な就労形態やニーズに対応し

た取組が求められます。 

また、共働き世帯の割合が増加しており、それぞれの働く環境に合わせた多様なニーズに

対応し、サービスの充実を図っていく必要があります。特に、こどもが病気になった際の病

児・病後児保育や一時保育はニーズが高い状況です。 

このように、保護者の就労形態やニーズの多様化に対応した保育サービスの充実が求めら

れています。 

 

  

乳幼児期における教育・保育の質とサービスの向上を図ります 基本方針２ 
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（１）乳幼児が健やかに育つ教育・保育環境の整備 

・こどもへの質の高い安全安心な保育環境の確保を図ります。そのための人材確保や研修な

どの学びを通じた人材育成、また施設整備に関する支援や、施設運営に関する指導の助言

を行います。 

 

【計画事業】 

≪保育の質の向上及び保育士等の人材育成・確保≫ 

◇特定教育・保育施設等への指導検査［事業番号 95］ 

◇保育士の確保事業［事業番号 96］ 

◇保育所における質の向上のための取組［事業番号 97］ 

◇保育施設の福祉サービス第三者評価制度の受審推進［事業番号 98］ 

◇既存保育所の認定こども園への移行［事業番号 99］ 

◇区立保育園への民間活力導入事業［事業番号 100］ 

≪乳幼児期における教育・保育の環境づくり≫ 

◇小規模保育事業・家庭的保育事業［事業番号 80］ 

◇私立保育所等整備助成事業［事業番号 101］ 

◇幼児教育の推進［事業番号 152］ 

◇幼保小中一貫教育推進事業［事業番号 157］ 

 

 

（２）多様なニーズに対応した保育の充実 

・さまざまなニーズに合わせ、どんなときも安心して子育てできる環境の充実を図ります。 

 

【計画事業】 

≪さまざまな状況への保育サポート≫ 

◇定期利用保育事業［事業番号 81］ 

◇延長保育［事業番号 102］ 

◇スポット延長保育［事業番号 103］ 

◇休日保育［事業番号 104］ 

◇年末保育［事業番号 105］ 

◇私立幼稚園等の預かり保育［事業番号 153］ 

≪病気や緊急時の保育環境≫ 

◇病児保育事業［事業番号 113］ 

◇すみだ子育て支援ネット「はぐ」［事業番号 114］ 

◇緊急一時保育［事業番号 106］ 
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現状と課題 

 

○ 現在、本区には児童館 12館、コミュニティ会館児童室 3室があり、放課後等のこどもの居

場所になっています。令和 6年 4月には、墨田区内で初となる地域交流機能（地域活動施設）

を持った児童館としてフレンドリープラザ八広児童館が開館し、令和 6年 12 月から児童館等

の来館・退館受付システム「すみチル」が導入され、より身近で、利用しやすい児童館づく

りが進められています。 

一方、令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、自分の時間を過ごす場所と

して、小学生(4～6 年生)で 34.0％、中学生で 19.5％、高校生等で 20.1％が児童館などを挙

げています。加えて、児童館に求めるものとして、スポーツや同世代と話ができる場を多く

の小学生が挙げています。 

こどもの健全育成や豊かな育ちにおいてはこどもが自分らしくいることができる居場所が

重要であり、児童館をはじめ、こどもの居場所づくりの充実が求められています。 

 

○ 学童クラブにおいては、年々登録数が増加しており、令和 5年度には施設数の増加に伴い、

学童クラブの待機児童数は激減したものの解消には至っていない状況です。今後も、保護者

の共働きの増加に伴い、こどもの放課後における居場所のニーズは高まることが予想される

ため、ニーズに対応した整備が求められています。 

また、いわゆる「小 1 の壁」については、子ども・子育て会議においても課題として挙げ

られており、就学前から学齢期への移行に向けた切れ目ない支援として学童クラブの量の確

保が課題となっています。 

 

○ 墨田区で生まれ育つこどもが、次代を担う人材として成長するためには、健全な青少年育

成も大切です。そのためには、多様な体験や交流、読書、スポーツなど、小学生や中学生、高

校生等に対する育ちの場と機会を創出し、自立した大人へ成長できる支援も必要となります。 

 

○ こどもの生きる力を高めていく基盤としては学校教育が重要です。「すみだ教育指針（墨田

区教育振興基本計画）」に基づき、こどもたちが｢挑戦する力｣｢つながる力｣｢役立つ力」を身

につけることをめざし、より質の高い学校教育を推進するための仕組みづくりと、一人ひと

りのこどもに応じた教育の展開が必要となります。そのため、国際教育や環境教育、防災学

習、人権教育などを積極的に展開するとともに、新たに、リプロダクティブヘルスを進める

ことが求められています。加えて、これら学校教育の向上を図るための環境づくりや資質向

上も必要となっています。 

  

こどもが自分らしく心豊かに育つことができる環境をつくります 基本方針３ 
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（１）こどもが安心して過ごせる居場所づくり 

・こどもの居場所や交流の場を整備・充実させ、他者との関わりのなかで育まれる心の成長

を促します。 

・こどもの健全育成を目的に、異年齢のこども同士や親子の交流を深める場の提供と子育て

支援を図ります。 

・保護者が労働などにより家庭で育成できない場合の適切な遊びや生活の場、放課後の居場

所づくりを図ります。 

・こどもが地域社会のなかで心豊かに健やかに育まれる環境づくりをめざし、安全安心な居

場所や相談できる場の提供、交流活動の機会を提供できるよう取組みます。 

 

【計画事業】 

≪児童館・学童クラブの整備≫ 

◇児童館事業［事業番号 120］ 

◇児童館の改修［事業番号 121］ 

◇コミュニティ会館事業［事業番号 122］ 

◇学童クラブ事業［事業番号 176］ 

◇学童クラブ待機児童の放課後の居場所の確保［事業番号 178］ 

≪こどもの居場所づくり≫ 

◇ひきこもり支援推進事業［事業番号 45］ 

◇こどもの居場所ネットワークづくり［事業番号 44］ 

◇放課後子ども教室推進事業［事業番号 177］ 

 

 

（２）こどもの豊かな育ちを育む場・機会の充実 

・自然とふれあう体験や林業・農業体験などを通じて、環境に対する意識を高めることや社

会奉仕の心を育む機会を図ります。 

・スポーツや音楽、ボランティアを通じて、個々の心の豊かさを育むとともに、仲間づくり、

集団活動での協調性・リーダーシップを養い、こどもたちの健全育成に取り組みます。ま

た体験の場を提供し、参加を通じて地域交流や社会問題への関心を深めるといった自主性

や積極性を育みます。 

・こどもが自主的に学習できる場の提供や、読書の機会を充実させ、生涯にわたる学ぶ力を

育み、より豊かな人生を送れるように図ります。 

・模擬区議会の体験や区民として参加する場の機会を充実させ、すみだの未来を担うこども

たちの郷土に対する関心や愛着心などの向上を図ります。 

 

【計画事業】 

≪学び・体験の機会づくり≫ 

◇すみだまつり・こどもまつり［事業番号 49］ 
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◇自然環境学習［事業番号 156］ 

◇ものづくりフェア［事業番号 158］ 

◇わんぱく天国［事業番号 167］ 

◇環境体験学習［事業番号 168］ 

◇起震車による地震体験［事業番号 173］ 

◇クリーンキャンペーン［事業番号 174］ 

◇サブ・リーダー講習会［事業番号 180］ 

◇夏休み自然体験教室［事業番号 181］ 

◇生産体験活動［事業番号 197］ 

◇被保護学童・生徒に対する修学旅行支度金［事業番号 198］ 

◇児童・生徒向けボランティアスクール［事業番号 231］ 

◇すみだ少年少女合唱団［事業番号 232］ 

◇児童館における定期学習会の実施［事業番号 233］ 

◇夏体験ボランティア事業［事業番号 244］ 

◇中学生区議会［事業番号 256］ 

◇音楽活動［事業番号 260］ 

≪読書活動による豊かな心の育成≫ 

◇こども読書活動推進計画事業［事業番号 25］ 

◇こども読書活動の推進（学校と図書館の連携強化／地域での読書活動の推進／区

立図書館での児童・生徒向けサービスの充実）［事業番号 26］ 

◇家庭における読書活動の推進［事業番号 123］ 

◇「ほうかご図書室」事業［事業番号 182］ 

◇こども読書活動の推進（学校図書館の充実）［事業番号 196］ 

≪スポーツによる心身の育成≫ 

◇スポーツ振興事業［事業番号 46］ 

◇区民健康スポーツデー［事業番号 47］ 

◇総合型地域スポーツクラブ自立支援［事業番号 48］ 

◇各種スポーツ活動［事業番号 195］ 
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（３）こどもの生きるための基礎的な力の育成 

・こどもが安全安心な学校生活を送りながら、生活習慣の形成から確かな学力を身に着ける

ことができる学校教育を推進します。 

・こどもたちが主体となり問題を解決する能力・組織で取組む能力を向上する機会を設け、

自身で考え判断し表現する力を育みます。 

・具体的には、英語に慣れ親しむ機会や地域の伝統文化に触れる機会など、広く言語や文化

に触れる教育の機会を図るとともに、ＩＣＴ化の推進やＳＮＳ利用についてなど、情報活

用能力の向上を図ります。また、ひとりひとりの防災行動力を高めるとともに、将来の地

域防災の担い手育成を含めた防災教育などを推進します。 

 

【計画事業】 

≪多様な学習プログラムによる学校教育の充実≫ 

◇特色ある学校づくり［事業番号 159］ 

◇国際理解教育の推進［事業番号 199］ 

◇学力向上推進事業［事業番号 201］ 

◇図書館を使った調べる学習コンクール［事業番号 204］ 

◇体験的な活動を取り入れた学習の展開［事業番号 205］ 

◇伝統文化等に触れる機会の提供［事業番号 206］ 

≪情報教育とデジタル化への環境整備≫ 

◇情報教育の推進［事業番号 200］ 

◇普通教室等ＩＣＴ運営管理事業［事業番号 211］ 

◇学校ＩＣＴ化推進事業［事業番号 210］ 

≪環境に対する教育の充実≫ 

◇環境学習の支援［事業番号 183］ 

◇ごみの減量と分別に関する環境学習［事業番号 184］ 

≪防災に関する教育の充実≫ 

◇総合防災教育［事業番号 144］ 

◇消防少年団［事業番号 234］ 

◇防災教育［事業番号 257］ 

≪こころを育む教育の充実≫ 

◇若年層に向けた男女共同参画意識の醸成［事業番号 71］ 

◇リプロダクティブヘルス推進事業［事業番号 72］ 

◇道徳教育の推進［事業番号 202］ 

◇人権教育［事業番号 203］ 

◇交流教育・障害児理解教育の実施［事業番号 207］ 

◇学校教育における生活習慣にかかわる指導［事業番号 208］ 

◇ＳＯＳの出し方に関する教育［事業番号 209］ 

◇学校のボランティア活動普及事業［事業番号 245］ 
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≪学校教育の環境向上≫ 

◇教職員研修事業［事業番号 160］ 

◇学校支援指導員派遣事業［事業番号 161］ 

 

 

（４）こどもの育ちや自立を支える取組の推進 

・未来を担うこどもに、選挙への関心を高める取組を行います。 

・就職活動に向けた情報提供や準備・相談など、より良い就職につながる支援を行います。 

 

【計画事業】 

≪こどもの自立に向けた取組≫ 

◇男女共同参画に関する各種啓発の取組［事業番号 50］ 

◇創業機運醸成事業［事業番号 213］ 

◇小中学生向け啓発物の配布［事業番号 214］ 

◇明るい選挙啓発ポスターコンクール［事業番号 235］ 

◇学卒求人申込説明会［事業番号 261］ 

◇中高生の就職支援［事業番号 262］ 
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現状と課題 

 

○ ひとり親家庭における経済的・肉体的・心理的な負担による子育ての困難未だ過重である

と言わざるを得ません。区内の母子・父子相談件数の推移を見ると、減少傾向にあるものの、

子育てと仕事を両立していく上で多くの困難に直面している状況があると言えます。 

そのため、引き続き、経済的支援や就労支援、相談体制を充実させていくほか、墨田区の

特徴でもあり強みでもあるつながりを活かして、地域社会でこどもの成長を見守るとともに、

子育て家庭を支えていく環境を整えていくことが求められます。 

 

○ 本区における知的障害を持つ児童数は増加傾向にあり、区では、幼稚園・保育所や学童ク

ラブなどにおいて配慮が必要なこどもへの療育の支援を進めています。引き続き、障害の有

無に関わらず、ともに育ちながら、それぞれの個性と能力を伸ばしていけるよう、教育・保

育の環境づくりや体制づくりなど療育の支援を充実させていく必要があります。 

そのため、ＷＥＢの活用による相談サポート体制づくりなど、療育を必要とする家庭に対

する支援の充実を図ることが望まれています。加えて、療育の認定に関わる期間短縮などス

ムーズな登録の仕組みづくり、療育に関わる適切な量の確保と体制づくりの推進が求められ

ています。 

また、障害のあるこどもの教育面では、特別支援学級・教室の運営や就学相談など、一人

ひとりに応じた教育を受けることができるための支援充実も必要です。 

 

○ 貧困に関しては、令和 4 年度東京都こどもの生活実態調査によると、生活困難層として、

小学 5 年生で 16.3％、中学 2 年生で 21.5％、16～17 歳で 21.7％が該当するという結果が見

られ、こどもの貧困の問題は如実になってきています。 

全てのこどもが教育や体験の機会を得て、健やかに成長できるよう、家庭内のさまざまな

課題を早期に把握した上で、適切な支援を早期かつ包括的に講ずることが求められています。 

 

○ こども・子育てを取り巻く環境は多様化しています。いじめや不登校、児童虐待をはじめ、

ヤングケアラーや医療的なケアが必要なこども、外国にルーツを持つこども、自身の性につ

いて悩むこどもなど、さまざまな問題を抱えるこどもや家庭があります。それらのこどもや

家庭の悩みや状況に応じて相談できる機会の充実や経済的支援など、一人ひとりに応じた継

続的な支援が求められています。 

 

  

配慮が必要なこどもや家庭への支援を強化します 基本方針４ 



Ⅱ-40 

（１）ひとり親家庭等への支援 

・さまざまな悩みを抱えるひとり親家庭の方が安心して相談できる環境を整え、不安の軽減・

解消に取り組みます。 

・経済的な支援や就業・自立支援を通して、ひとり親家庭の方が社会の中で安定して生活して

いける基盤を持つことをめざします。 

 

【計画事業】 

≪相談の場・機会づくり≫ 

◇母子・父子、女性、家庭相談［事業番号 51］ 

◇養育費等支援事業［事業番号 132］ 

≪経済的負担の軽減≫ 

◇児童扶養手当［事業番号 124］ 

◇児童育成手当［事業番号 125］ 

◇ひとり親家庭の医療費の助成［事業番号 126］ 

◇ひとり親家庭自立支援給付金事業［事業番号 127］ 

◇ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業［事業番号 128］ 

◇東京都母子及び父子福祉資金の貸付［事業番号 130］ 

◇特定自転車駐車場の使用料減額［事業番号 146］ 

≪自立のための支援施設≫ 

◇母子等緊急一時保護事業［事業番号 27］ 

◇母子生活支援施設［事業番号 131］ 

≪自立・教育の支援≫ 

◇ひとり親家庭就業・自立支援事業［事業番号 129］ 

◇こどもの未来応援事業（こども食堂・食品ロス削減）［事業番号 169］ 

◇こどもの学習・生活支援事業［事業番号 236］ 

 

 

（２）障害のあるこどもの発達と成長支援 

・幼稚園・保育所・学校では、配慮が必要なこどもたちを受け入れる体制を整備し、こども

の発達と成長、学習や就学支援を行います。 

・障害のあるこどもたちが社会に参画していくことを目的として、日常生活に必要な基本的

動作・知識技能の学習、集団生活への適応訓練や、社会における基本的なルールなどを学

ぶ機会を設けています。さらに、一人ひとりの状況に合わせて、適切な支援のうえでの通

常学級での学習や、就学に関わる手当の支給などによって、それぞれの個性と能力を最大

限伸ばし、地域社会の中で自立していける環境やプロセスを整備していきます。 

・それぞれのこどもが置かれている状況や障害の種類・特質ごとに適切な支援を行うため、

専門的な技能をもった人員を育成し、手当の給付やヘルパーの派遣など、生活していくう

えで必要な支援を行っていきます。 
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【計画事業】 

≪療育の充実≫ 

◇保育施設における障害児保育［事業番号 107］ 

◇心理相談員の保育施設への巡回［事業番号 108］ 

◇医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業［事業番号 109］ 

◇障害児通所支援事業［事業番号 133］ 

◇障害児移動支援事業［事業番号 134］ 

◇幼稚園等における特別支援教育［事業番号 154］ 

◇学童クラブへの障害児の受入［事業番号 179］ 

≪療育等における経済的支援≫ 

◇小児精神障害の医療費助成制度［事業番号 28］ 

◇自立支援医療（精神通院）の支給［事業番号 52］ 

◇障害児福祉手当［事業番号 148］ 

◇児童育成手当（障害）［事業番号 149］ 

◇自立支援医療（育成医療）の支給［事業番号 135］ 

◇特別児童扶養手当［事業番号 150］ 

≪教育的ニーズに応じた環境づくり≫ 

◇特別支援教育への対応［事業番号 215］ 

◇特別支援学級・教室の運営［事業番号 216］ 

◇特別支援学級等の就学相談［事業番号 217］ 

◇就学奨励費の支給［事業番号 218］ 

◇介助支援の実施［事業番号 219］ 

◇すみだ教室の実施［事業番号 268］ 

 

 

（３）こどもの貧困対策と支援 

・こどものライフステージに応じた就学や自立に向けた施策を展開し、こどもの成長を支援

します。 

 

【計画事業】 

≪こどもの貧困に対する取組≫ 

◇就学援助［事業番号 220］ 

◇被保護学童に対する学童服・運動衣の購入費の支給［事業番号 221］ 

◇被保護者自立促進事業（学習環境整備支援費）［事業番号 237］ 

◇受験生チャレンジ支援貸付事業［事業番号 263］ 

◇墨田区私立高等学校等入学資金貸付事業［事業番号 264］ 

◇被保護者自立促進事業（大学等進学支援費）［事業番号 266］ 

◇墨田育英会事業［事業番号 269］ 
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◇生活困窮者自立支援事業［事業番号 290］ 

◇生活困窮者家計改善支援事業［事業番号 291］ 

 

 

（４）さまざまなサポートが必要なこどもと家庭への支援 

・さまざまな困難を抱えているこどもと家庭を、適切な配慮・支援と結びつけるために、区、

学校、地域住民、家庭、事業者その他の関係者が連携して、相談・支援体制を構築してい

きます。 

 

【計画事業】 

≪いじめ・不登校への取組≫ 

◇教育支援センター事業［事業番号 212］ 

◇いじめ・不登校防止対策事業［事業番号 222］ 

≪児童虐待防止≫ 

◇要保護児童対策協議会を中心とした虐待防止、再発防止の強化［事業番号 29］ 

◇児童虐待防止に向けた啓発活動の推進［事業番号 30］ 

◇社会的養護推進のための啓発強化［事業番号 33］ 

◇児童虐待に関する相談［事業番号 31］ 

≪ヤングケアラー≫ 

◇ヤングケアラーの認知向上のための啓発［事業番号 170］ 

◇ヤングケアラーの相談・支援［事業番号 171］ 

≪医療的ケア≫ 

◇重症心身障害児（者）等介護者支援事業［事業番号 138］ 

◇医療的ケア児に関する庁内連絡会議の運営［事業番号 141］ 

◇医療的ケア児の受入対策［事業番号 140］ 

≪外国籍児童への支援≫ 

◇外国語相談［事業番号 74］ 

◇外国籍等児童・生徒の支援［事業番号 223］ 

≪経済的負担への支援≫ 

◇国民年金保険料の産前産後期間の免除制度［事業番号 6］ 

◇幼児教育・保育の無償化［事業番号 110］ 

◇認証保育所保育料負担軽減補助事業［事業番号 111］ 

◇児童手当［事業番号 136］ 

◇私立幼稚園等園児の保護者への助成［事業番号 155］ 

≪相談支援≫ 

◇児童相談［事業番号 32］ 

◇各種相談の実施［事業番号 53］ 

◇養育支援訪問事業［事業番号 137］ 
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◇教育相談事業［事業番号 139］ 

◇発達が気になるお子さんの相談［事業番号 142］ 

◇思春期相談・思春期講演会［事業番号 246］ 

≪多様性への取組≫ 

◇性的マイノリティの人の人権等様々な人権問題に関する啓発［事業番号 54］ 
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現状と課題 

 

○ こどもの健全育成や自立において、地域でこどもの育ちを支え合うことは重要な取組です。

特に、本区においては、“人のつながり”は墨田らしさの特徴の一つであり、こどもを支える

環境づくりにおいて強みと言えます。 

一方で、令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、地域との交流の状況

はあいさつする程度が 64.1％と、深いかかわりがあるとは言えない結果が見られます。 

これまで、本区では、助け合いの精神や人情深い下町気質を活かし、地域全体でこどもの

育ちを支えてきていますが、今後も引き続き地域全体で意識を高めながら取り組んでいくこ

とが求められています。 

 

○ 本区はものづくりのまちであり、近年では令和 3 年より千葉大学墨田キャンパスで毎月開

催されているあそび大学において、区内のものづくりに関わる企業から廃材が提供されるな

ど、企業との協働によるこどもの遊びや体験の機会が創出されています。 

このように、区内の企業の子育てへの参画や協力を促進し、区や地域との連携・協働につ

なげていくことが求められています。 

 

○ こどもの健やかな育ちを支えていく上で、防犯や交通安全、犯罪対策のほか、近年におい

ては性犯罪やネット上のつながりから巻き込まれる犯罪も増加しており、これらに対しては

地域でこどもの安全安心を守っていくことが必要です。 

令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、区がめざすべき環境として、

こどもの安全安心を守るための環境づくりが、就学前及び小学生の保護者ともに、上位に挙

げられています。 

今後も引き続き、事故や犯罪の未然防止などこどもの安全安心のまちづくりに向けて取り

組んでいくことが求められています。 

 

 

  

地域でこどもの育ちを支える取組を促進します 基本方針５ 
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（１）地域の子育て力の育成と協働 

・親同士の関係をつくり孤立を防ぐとともに、相談窓口や地域のボランティアが担う子育て

支援サービスなどを通じて、地域の子育て力の向上を図っていきます。 

・こども自身が地域の中でかかわりを広げることを促し、健全に育つことをめざします。 

・学校や地域団体との連携を強化するとともに、こどもを守り支える団体の人材や担い手を

育成し、地域でこどもが安全安心に過ごすことができる仕組みや体制づくりを強化します。 

 

【計画事業】 

≪子育てに関するネットワークづくり≫ 

◇地域子育てネットワークの構築［事業番号 34］ 

◇地域福祉プラットフォーム事業［事業番号 55］ 

◇民生委員・児童委員活動［事業番号 57］ 

◇協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業［事業番号 58］ 

◇ファミリー・サポート・センター事業［事業番号 115］ 

◇子育て支援活動助成事業［事業番号 143］ 

◇学校運営連絡協議会の設置と運営［事業番号 162］ 

◇学校安全ボランティア事業［事業番号 186］ 

◇ＰＴＡへの支援［事業番号 225］ 

◇学校支援ネットワーク事業［事業番号 227］ 

≪子ども会や少年団体の育成≫ 

◇子ども会活性化事業［事業番号 185］ 

◇少年団体の育成［事業番号 265］ 

≪高齢者との関わりによる育成の機会≫ 

◇シニア人材バンク事業［事業番号 19］ 

◇ふれあい給食事業［事業番号 112］ 

◇次代に継ぐ平和のかたりべ事業［事業番号 238］ 

◇高齢者とのコミュニケーション（講演会等）事業［事業番号 224］ 

≪生涯学習やボランティア活動への支援≫ 

◇すみだ生涯学習センター事業［事業番号 175］ 

◇自主グループ等への支援［事業番号 247］ 

◇ボランティア推進事業［事業番号 248］ 

◇ボランティアセンターの活動［事業番号 249］ 

≪学校や地域・関係機関による青少年の健全育成≫ 

◇こども・若者への見守り支援［事業番号 56］ 

◇青少年問題協議会の運営［事業番号 151］ 

◇墨田区青少年健全育成区民大会［事業番号 226］ 

◇ふれあい協議会［事業番号 239］ 

◇墨田区青少年非行・被害防止強調月間［事業番号 250］ 
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◇更生保護活動［事業番号 251］ 

◇社会を明るくする運動［事業番号 252］ 

◇地域教育懇談会［事業番号 253］ 

◇青少年委員活動の推進［事業番号 254］ 

◇青少年育成委員会活動への支援［事業番号 255］ 

 

 

（２）企業等の子育て力との協働 

・企業が子育て支援に関わり地域に貢献していくことを促すことで、こどもたちがすみだの

産業について知り、それを通じたこどもの職業観の育成や墨田区で働くイメージの形成に

つなげていきます。 

 

【計画事業】 

≪企業等との関わりづくり≫ 

◇就職・仕事カウンセリングルームの運営［事業番号 59］ 

◇すみだ探究工房［事業番号 172］ 

◇中学生の職場体験の充実［事業番号 258］ 

 

 

（３）こどもの安全安心を守る取組の推進 

・犯罪に巻き込まれることを防ぐために、パトロールや保護者への緊急情報発信メール、Ｓ

ＮＳや掲示板の監視などの防犯活動を行っていきます。 

・災害時に適切な行動をとり、自らの身を守れるようになるために、防災指導や救命救急の

指導を行っていきます。 

・交通事故に遭うことを防ぐために、地域住民と連携して危険箇所の確認・改善や、交通安

全指導などを行っていきます。 

 

【計画事業】 

≪防犯・交通安全≫ 

◇防犯パトロールカーによる巡回［事業番号 60］ 

◇交通安全普及啓発［事業番号 61］ 

◇児童の交通安全教育事業［事業番号 163］ 

◇地域防犯対策［事業番号 187］ 

◇防犯ブザーの配布［事業番号 189］ 

◇こどもの１１０番事業［事業番号 190］ 

◇スクールゾーン育成事業費［事業番号 191］ 

◇通学路防犯設備整備事業［事業番号 192］ 

◇地域パトロール［事業番号 240］ 
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≪犯罪対策≫ 

◇緊急通報装置等の防犯設備［事業番号 165］ 

◇帰宅呼びかけ放送［事業番号 188］ 

◇セーフティ教室［事業番号 228］ 

◇スクールサポーター制度［事業番号 241］ 

◇有害環境の浄化活動［事業番号 242］ 

◇サイバーパトロールの実施［事業番号 243］ 

◇デートＤＶ予防啓発講座［事業番号 259］ 

≪安全安心に関する情報発信≫ 

◇危機情報のメール配信［事業番号 62］ 

◇緊急情報発信メール配信事業［事業番号 164］ 
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現状と課題 

 

○ 令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査によると、育児休業の取得状況は、母親

が 71.9％、父親は 22.5％と前回調査よりもそれぞれ割合は高まっているものの、父親の育休

取得はまだ低い割合となっています。 

こどもの健やかな成長を支えていくためには、家庭において親子がともに過ごす時間が大

切であるため、女性も男性も仕事と育児などの生活の両立ができるよう柔軟な働き方の選択

や男性の育児休業を取得できる環境づくりと意識醸成が求められています。 

 

○ 子育て中の親が望むときに外出できるようにすることは、心身の健康保持や孤立の防止に

もつながります。一方、妊産婦やこどもを連れた外出にはさまざまなハードルがあり、利用

しづらい環境が多くあります。 

そのため、バリアフリー化や授乳室・おむつ替えスペースの確保・増設などによって障壁

を取り除くとともに、公園や施設を利用しやすくすることで、子育てを楽しめるまちをつく

っていくことが重要です。また、住宅の経済的負担を軽減し、区内への定住を促進するため

に、子育て家庭への住宅支援を図っていくことも必要となっています。 

 

○ 令和 5 年度墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査では、子育てに関する情報共有の媒体と

して、LINE などの定期的な配信サービスやＳＮＳでの情報発信などへのニーズが高い結果と

なっています。また、ファミリー・サポート・センター等の予約、保育所や児童館の利用申

請などの各種子育てサービスの利用におけるオンライン化へのニーズが高くなっています。 

特に、子育て中に孤立しがちな保護者は、活用できる支援サービスの情報にアクセスでき

ない状況も見られます。 

そのため、子育て支援における施設利用や申込、支援サービスに関する情報取得、オンラ

インによる相談、一時預かりの利用申込など、さまざまな子育て支援施策の展開においてＤ

Ｘを進め、保護者の負担軽減と支援サービスの利用向上を図っていくことが求められます。 

 

 

 

 

  

子育てしやすい環境づくりを推進します 基本方針６ 
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（１）仕事と生活の調和に向けた取組の推進 

・仕事と生活を無理なく両立し、子育てを過度な負担なく行っていけることを目的として、

ワーク・ライフ・バランスの重要性の啓発活動や男性の育児休暇の取得促進といった、共

同参画のための取組を実行していきます。 

 

【計画事業】 

≪働き方に関する取組≫ 

◇若者や子育て世代等の女性などに対する就労支援［事業番号 63］ 

◇ワーク・ライフ・バランス推進事業［事業番号 73］ 

◇男性対象講座「すみだパパスクール」［事業番号 82］ 

 

 

（２）子育てを楽しめるまちづくりの推進 

・バリアフリー化や多目的トイレの整備・増設、授乳・おむつ替えスペースの整備などを行

い、安全で快適なまちづくりを行っていくことで、子育て中の親が望むときに外出できる

環境を整備していきます。 

・魅力や特色のある公園を整備することで、外出する動機を増やしていきます。 

・子育て家庭への住まいの支援を行い、経済的負担を軽減することで墨田区への定住を促進

してきます。 

 

【計画事業】 

≪こどもを連れて出かけやすいまちづくり≫ 

◇赤ちゃん休けいスポット［事業番号 12］ 

◇こどもや子育て世帯が利用しやすい公園づくり（公園等新設・再整備事業）［事業

番号 20］ 

◇子育て世帯が安全に移動できる道路の環境づくり事業［事業番号 21］ 

◇ボール遊びができる公園等の整備［事業番号 35］ 

◇放置自転車対策［事業番号 36］ 

◇健康づくりのための環境整備［事業番号 64］ 

◇公園等新設・再整備事業［事業番号 65］ 

◇トイレ改築事業［事業番号 66］ 

◇道路バリアフリー整備事業［事業番号 67］ 

◇歩行者・自転車通行空間再整備事業［事業番号 68］ 

◇特定自転車駐車場の優先当選［事業番号 147］ 

≪子育てしやすい住宅環境の整備≫ 

◇すみだ良質な集合住宅認定制度［事業番号 69］ 

◇子育て世帯等定住促進事業［事業番号 75］ 

◇住宅修築資金融資あっせん［事業番号 76］ 
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（３）子育て支援に関する情報発信の強化とＤＸ化の推進 

・子育て家庭に必要な支援を届けるために、情報を必要とする全ての人が気軽にアクセス可

能なわかりやすい情報を、区報やメール・ＳＮＳなどを多様な手段で発信していきます。 

 

【計画事業】 

≪多様な手法による情報発信≫ 

◇区公式 LINE を活用した情報配信（きずなメール）［事業番号 22］ 

◇すみだいきいき子育てガイドブックの発行［事業番号 37］ 

◇各種広報媒体による情報発信［事業番号 70］ 
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第５章 子ども・子育て支援事業計画 

 

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保等に関わる市町村子ども・子育て支援事業計画であり、

「地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備

の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域」である「教育・保育提供区域」を設定し

て、その区域ごとの「量の見込み」及び「確保の方策」を計画するものとされています。 

 

１ 教育・保育の提供区域の設定 

教育・保育施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園)及び地域型保育事業(家庭的保育事業、

小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)は、こどもと保護者が容易に移動可

能な地域で利用できる状態をめざす考え方から、南北別に 2区域の設定とします。 

 

  



Ⅱ-52 

■提供区域の設定 
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■認可保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育所配置図【北部地域】 

（令和 6年 4月 1日現在） 
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■認可保育所・幼保連携型認定こども園・小規模保育所配置図【南部地域】 

（令和 6年 4月 1日現在） 
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２ 教育・保育の量の見込みと確保の内容 

 

（1）認定区分と施設・事業 

子ども・子育て支援新制度では、保護者は給付を受ける資格があることの申請を区市町村に

行い、それに基づいて区市町村が認定を行います(ただし、幼稚園の場合は、幼稚園を通じての

申請となります。)。 

認定は、「年齢」と「保育の必要性の有無」により 1号から 3号の区分で行われ、区分によっ

て利用できる施設や事業が定められます。 

 

【認定区分】 

認定区分 年 齢 保育 利用できる施設・事業 

1 号認定 満 3歳以上 
幼稚園等での 
教育を希望 

幼稚園、認定こども園 

2 号認定 満 3歳以上 保育の必要性が
あり、保育所等
での保育を希望 

認可保育所、認定こども園 

3 号認定 
満 3歳未満 
（0〜2 歳） 

認可保育所、地域型保育事業、認定こど
も園 

※認定の基準は、国の基準を踏まえて墨田区の規則で定めます。 
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認定によって利用できる施設・事業は、「教育・保育施設(施設型給付)」と「地域型保育事

業(地域型保育給付)」に分かれます。それぞれの施設と事業の内容は次のとおりです。 

 

【施設・事業の内容】 

区分 施設・事業名 
対象認定 
対象年齢 

内 容 

教育・保育 
施設 
 

(施設型給付) 

幼稚園 
1 号認定 
3〜5歳 

満 3歳から小学校就学前までの子を預
かり、幼児教育を行います。延長して
預かり保育を行うこともあります。 

認可保育所 
2・3号認定 
0〜5歳 

保護者が仕事などのため日中家庭で
保育できない子を保育します。 

認定こども園 
1〜3号認定 
0〜5歳 

保護者の仕事の状況にかかわらず、こ
どもを受入れ、教育・保育を一体的に
行います(幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持つ施設です)。 

地域型 
保育事業 

 
(地域型保育 

給付) 

家庭的保育事業 

3 号認定 
0〜2歳 

家庭的な雰囲気の中で、少人数(定員 5
人以下)を対象にきめ細かな保育を行
います。 

小規模保育事業 
少人数(定員 6〜19 人)を対象に、家庭
的保育に近い雰囲気の中、きめ細かな
保育を行います。 

事業所内保育事業 
会社の事業所の保育施設などで、従業
員のこどもと地域のこどもを一緒に
保育します。 

居宅訪問型保育事業 
障害・疾患等で個別のケアが必要な場
合などに保護者の自宅で 1対 1の保育
を行います。 
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（２）区域別の量の見込みと確保の内容 

教育・保育の量の見込みと確保の内容は、提供区域ごとと認定区分ごとに記載します。 

また、量の見込みと確保の内容は、年度ごとにそれぞれの数値を記載し、その差異を示して

います。 

子ども・子育て支援新制度によらない施設や事業(例えば、私学助成を受ける幼稚園や東京都

認証保育所など)も、確保の内容に含めます。 

各年度における確保量の基準日は、当年度の 4月 1日とします。 
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１）全区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 
認可 

保育所 

認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 1,065 690 - 18 - - - 

2 号 - - - 4,062 281 - 57 - 

3
号 

1〜2歳 ― - - 2,260 153 137 228 - 

0 歳 ― - - 531 51 25 81 - 

令
和
７
年
度 

1 号 924 986 690 - 18 - - 770 

2 号 3,851 - - 4,214 158 - 48 569 

3 
号 

1〜2歳 2,693 - - 2,347 91 130 214 89 

0 歳 545 - - 558 30 23 74 140 

令
和
８
年
度 

1 号 893 986 690 - 18 - - 801 

2 号 3,836 - - 4,219 158 - 48 589 

3
号 

1〜2歳 2,682 - - 2,342 91 130 214 95 

0 歳 543 - - 558 30 23 74 142 

令
和
９
年
度 

1 号 863 986 690 - 18 - - 831 

2 号 3,821 - - 4,218 158 - 48 603 

3
号 

1〜2歳 2,671 - - 2,343 91 127 214 104 

0 歳 541 - - 558 30 22 74 143 

令
和
10
年
度 

1 号 833 986 690 - 18 - - 861 

2 号 3,806 - - 4,217 158 - 48 617 

3
号 

1〜2歳 2,660 - - 2,344 91 127 214 116 

0 歳 539 - - 558 30 22 74 145 

令
和
11
年
度 

1 号 805 986 690 - 18 - - 889 

2 号 3,791 - - 4,216 158 - 48 631 

3
号 

1〜2歳 2,649 - - 2,345 91 127 214 128 

0 歳 537 - - 558 30 22 74 147 
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２）北部区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 
認可 

保育所 

認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 559 362 - 9 - - - 

2 号 - - - 2,132 148 - 30 - 

3
号 

1〜2歳 - - - 1,187 80 72 120 - 

0 歳 - - - 279 27 13 43 - 

令
和
７
年
度 

1 号 485 518 362 - 9 - - 404 

2 号 2,022 - - 2,212 83 - 25 298 

3
号 

1〜2歳 1,414 - - 1,232 48 68 112 46 

0 歳 286 - - 293 16 12 39 74 

令
和
８
年
度 

1 号 469 518 362 - 9 - - 420 

2 号 2,014 - - 2,215 83 - 25 309 

3
号 

1〜2歳 1,408 - - 1,229 48 68 112 49 

0 歳 285 - - 293 16 12 39 75 

令
和
９
年
度 

1 号 453 518 362 - 9 - - 436 

2 号 2,006 - - 2,214 83 - 25 316 

3
号 

1〜2歳 1,402 - - 1,230 48 67 112 55 

0 歳 284 - - 293 16 12 39 76 

令
和
10
年
度 

1 号 438 518 362 - 9 - - 451 

2 号 1,998 - - 2,214 83 - 25 324 

3
号 

1〜2歳 1,396 - - 1,230 48 67 112 61 

0 歳 283 - - 293 16 12 39 77 

令
和
11
年
度 

1 号 423 518 362 - 9 - - 466 

2 号 1,990 - - 2,213 83 - 25 331 

3
号 

1〜2歳 1,391 - - 1,231 48 67 112 67 

0 歳 282 - - 293 16 12 39 78 
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３）南部区域 

単位：人 

 

  

年 

度 

認定 
区分 

①量の 
見込み 

②確保の内容 

差異 
(②-①) 

幼稚園 
認可 

保育所 

認定 
こども 
園 

地域型 
保育 
事業 

認証 
保育所
等 新制度 

私学 
助成 

令
和
６
年
度 

1 号 - 506 328 - 9 - - - 

2 号 - - - 1,930 133 - 27 - 

3
号 

1〜2歳 - - - 1,073 73 65 108 - 

0 歳 - - - 252 24 12 38 - 

令
和
７
年
度 

1 号 439 468 328 - 9 - - 366 

2 号 1,829 - - 2,002 75 - 23 271 

3
号 

1〜2歳 1,279 - - 1,115 43 62 102 43 

0 歳 259 - - 265 14 11 35 66 

令
和
８
年
度 

1 号 424 468 328 - 9 - - 381 

2 号 1,822 - - 2,004 75 - 23 280 

3
号 

1〜2歳 1,274 - - 1,113 43 62 102 46 

0 歳 258 - - 265 14 11 35 67 

令
和
９
年
度 

1 号 410 468 328 - 9 - - 395 

2 号 1,815 - - 2,004 75 - 23 287 

3
号 

1〜2歳 1,269 - - 1,113 43 60 102 49 

0 歳 257 - - 265 14 10 35 67 

令
和
10
年
度 

1 号 395 468 328 - 9 - - 410 

2 号 1,808 - - 2,003 75 - 23 293 

3
号 

1〜2歳 1,264 - - 1,114 43 60 102 55 

0 歳 256 - - 265 14 10 35 68 

令
和
11
年
度 

1 号 382 468 328 - 9 - - 423 

2 号 1,801 - - 2,003 75 - 23 300 

3
号 

1〜2歳 1,258 - - 1,114 43 60 102 61 

0 歳 255 - - 265 14 10 35 69 
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４）1号認定 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 924 893 863 833 805 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,083 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 

幼稚園(私学助成) 690 690 690 690 690 690 

差異（②-①） - 770 801 831 861 889 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 485 469 453 438 423 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 569 527 527 527 527 527 

幼稚園(私学助成) 362 362 362 362 362 362 

差異（②-①） - 404 420 436 451 466 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 439 424 410 395 382 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 514 477 477 477 477 477 

幼稚園(私学助成) 328 328 328 328 328 328 

差異（②-①） - 366 381 395 410 423 

 

【今後の方向性】 

現状の受け入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 
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５）2号認定 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 3,851 3,836 3,821 3,806 3,791 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 4,343 4,372 4,377 4,376 4,375 4,374 

認可外施設等 57 48 48 48 48 48 

差異（②-①） - 569 589 603 617 631 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,022 2,014 2,006 1,998 1,990 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,280 2,295 2,298 2,297 2,297 2,296 

認可外施設等 30 25 25 25 25 25 

差異（②-①） - 298 309 316 324 331 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,829 1,822 1,815 1,808 1,801 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,063 2,077 2,079 2,079 2,078 2,078 

認可外施設等 27 23 23 23 23 23 

差異（②-①） - 271 280 287 293 300 

 

【今後の方向性】 

現状の受け入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 
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６）3号認定（0歳） 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 545 543 541 539 537 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 582 588 588 588 588 588 

地域型保育事業 25 23 23 22 22 22 

認証保育所等 81 74 74 74 74 74 

差異（②-①） - 140 142 143 145 147 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 286 285 284 283 282 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 306 309 309 309 309 309 

地域型保育事業 13 12 12 12 12 12 

認証保育所等 43 39 39 39 39 39 

差異（②-①） - 74 75 76 77 78 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 259 258 257 256 255 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 276 279 279 279 279 279 

地域型保育事業 12 11 11 10 10 10 

認証保育所等 38 35 35 35 35 35 

差異（②-①） - 66 67 67 68 69 

 

【今後の方向性】 

現状の受け入れ体制でニーズを満たすことができる見込みです。 
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７）3号認定（1～2歳） 

単位：人 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 2,693 2,682 2,671 2,660 2,649 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 2,413 2,438 2,433 2,434 2,435 2,436 

地域型保育事業 137 130 130 127 127 127 

認証保育所等 228 214 214 214 214 214 

差異（②-①） - 89 95 104 116 128 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,414 1,408 1,402 1,396 1,391 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,267 1,280 1,277 1,278 1,278 1,279 

地域型保育事業 72 68 68 67 67 67 

認証保育所等 120 112 112 112 112 112 

差異（②-①） - 46 49 55 61 67 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,279 1,274 1,269 1,264 1,258 

②確保の 

内容 

教育・保育施設 1,146 1,158 1,156 1,156 1,157 1,157 

地域型保育事業 65 62 62 60 60 60 

認証保育所等 108 102 102 102 102 102 

差異（②-①） - 43 46 49 55 61 

 

【今後の方向性】 

現状の受け入れ体制でニーズを満たすことができる見込みですが、特定の年齢や地域にニー

ズが集中することも考えられるため、必要に応じて保育所等の整備について検討していきま

す。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保の内容は事業ごとに記載し、必要に応じて

区域ごとに記載します。また、量の見込みと確保の内容は、年度ごとにそれぞれの数値を記載

し、その差異を示しています。 

地域子ども・子育て支援事業は、事業ごとに区全域である 1 区域か、南北別の 2 区域としま

す。 

【地域子ども・子育て支援事業の提供区域の設定】 

事  業 区域検討の考え方 提供区域 

放課後児童健全育成事業 
（学童クラブ運営事業） 

希望する地域で利用できるように、こどもと
保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

時間外保育事業 
（延長保育事業） 

希望する地域で利用できるように、こどもと
保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

子育て短期支援事業 
（子どもショートステイ事業） 

全区域でのニーズに応えられるよう、施設数
や定員の拡充を図りながら、必要な時に利用で
きる状態をめざします。 

区全域 

地域子育て支援拠点事業 
（子育てひろば事業） 

こどもと保護者が希望した地域で利用でき
るように、こどもと保護者が容易に移動可能な
地域で利用できる状態をめざします。 

2 区域 

幼稚園による一時預かり 
状況に応じて柔軟に利用できる状態をめざ

します。 
区全域 

一時預かり事業等 
希望する地域で利用できるように、こどもと

保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・セン
ター事業） 

希望するタイミングで利用できるように、こ
どもと保護者が容易に移動可能な地域で利用
できる状態をめざします。 

区全域 

病児・病後児保育事業 
希望する地域で利用できるように、こどもと

保護者が容易に移動可能な地域で利用できる
状態をめざします。 

2 区域 

利用者支援事業 
区全域を対象とした情報提供やニーズ把握

などの支援体制の構築をめざします。 
区全域 

妊婦健診 
妊婦が自らの状況に応じて既存医療機関を

利用するため、区域を分ける必要性はありませ
ん。 

2 区域 

乳児家庭全戸訪問事業 
乳児がいるすべての家庭を対象とするため、

区域を分ける必要性はありません。 
区全域 

養育支援訪問時事業 
虐待等支援が必要な家庭を訪問するため、区

域を分ける必要性はありません。 
区全域 

妊婦等包括相談支援事業  区全域 

乳児等通園支援事業  区全域 

産後ケア事業  区全域 
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（１）放課後児童健全育成事業(学童クラブ運営事業) 

 

【事業の内容】 

保護者が労働などにより昼間に家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了

後に学童保育所を利用し、適切な遊びと生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

 

単位:人/月 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 2,910  2,939  2,905  2,839  2,840  

高学年 
特に配慮を必 
要とするニー
ズ 

- 56  59  62  63  63  

合計 - 2,966  2,998  2,967  2,902  2,903  

② 

確保の 

内容 

低学年 2,798  2,883  2,880  2,947  2,986  3,046  

高学年 22  56  59  62  63  63  

合計 2,820  2,939  2,939  3,009  3,049  3,109  

差異（②-①） - -27 -59 42 147 206 

※「特に配慮を必要とするニーズ」の量の見込みの設定に当たっては、令和 6 年度時点における 18

歳未満人口の障害者手帳交付比率を各年度の高学年人口に乗じて算出した値に、各年度の想定申

込率を乗じて算出しました。 

※区域別の数値は、各年度における対象年齢児童の人口比で按分。 

 

  



Ⅱ-67 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 1,528 1,543 1,525 1,490 1,491 

高学年 
特に配慮を必 
要とするニー
ズ 

- 29 31 33 33 33 

合計 - 1,557 1,574 1,558 1,523 1,524 

② 

確保の 

内容 

低学年 1,469 1,514 1,512 1,547 1,568 1,599 

高学年 12 29 31 33 33 33 

合計 1,481 1,543 1,543 1,580 1,601 1,632 

差異（②-①） - -14 -31 22 78 108 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 

量の 

見込み 

低学年 - 1,382 1,396 1,380 1,349 1,349 

高学年 
特に配慮を必 

要とするニー
ズ 

- 27 28 29 30 30 

合計 - 1,409 1,424 1,409 1,378 1,379 

② 

確保の 

内容 

低学年 1,329 1,369 1,368 1,400 1,418 1,447 

高学年 10 27 28 29 30 30 

合計 1,340 1,396 1,396 1,429 1,448 1,477 

差異（②-①） - -13 -28 20 70 98 

 

【今後の方向性】 

現状の体制で、想定される需要量は満たす見込みですが、今後も児童館や公共施設の改築等

の機会を捉えて、学童クラブの設置を進めていきます。 
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（２）時間外保育事業(延長保育事業) 

 

【事業の内容】 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用日や利用時間以外の日・時間において、保育

所、認定こども園などで保育を行う事業です。 

単位:人/月 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 1,449 1,460 1,496 1,549 1,604 

②確保の内容 24,552  24,655  24,655  24,655  24,655  24,655  

差異（②-①） - 23,206 23,195 23,159 23,106 23,051 

 

【北部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

① 量の見込み - 761  767  785  813  842  

②確保の内容 12,890  12,944  12,944  12,944  12,944  12,944  

差異（②-①） - 12,183 12,177 12,158 12,131 12,102 

 

【南部】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 688  693  711  736  762  

②確保の内容 11,662  11,711  11,711  11,711  11,711  11,711  

差異（②-①） - 11,023 11,019 11,001 10,975 10,949 

 

【今後の方向性】 

現状の受け入れ体制でニーズを満たすことはできています。 
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（３）子育て短期支援事業(子どもショートステイ事業) 

 

【事業の内容】 

保護者が疾病や冠婚葬祭、出張、育児不安等の理由により、一時的にこどもを養育すること

が困難な場合、区が委託する乳児院・児童養護施設・協力家庭で、こどもを短期間養育します。 

 

単位:人日/年 

【全区域】 
令和 
6 年度 

令和 
7 年度 

令和 
8 年度 

令和 
9 年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

①量の見込み - 56 57 58 60 62 

②確保の内容 1,095  1,095  1,095  1,095  1,095  1,095  

③定員（人/日） 3 3 3 3 3 3 

差異（②-①） - 1,039 1,038 1,037 1,035 1,033 

 

【今後の方向性】 

こどもの最善の利益を鑑み、必要なときに住み慣れた地域で受け入れることができるよう、

継続して環境確保に取り組んでいきます。 

  




